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    ◎開会の宣告 

〇議長（松本 勉君） ただいまから平成 30 年壮瞥町議会第２回定例会を開会いたしま

す。 

                                   

    ◎開議の宣告 

〇議長（松本 勉君） 直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                   

    ◎議事日程の報告 

〇議長（松本 勉君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                   

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（松本 勉君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 116 条の規定により、議長において 

  ２番 菊地敏法君  ３番 毛利 爾君 

を指名いたします。 

                                   

    ◎会期の決定について 

〇議長（松本 勉君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から６月 15 日までの２日間といたしたい

と思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から６月 15日までの２日間と決しました。 

                                   

    ◎諸般の報告 

〇議長（松本 勉君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 議会一般、経済常任委員会所管事務調査報告、監査委員からの例月出納検査結果報告、

各団体からの陳情、要望等、広域連合、行政事務組合議会等の報告につきましては、お手

元に配付のとおりであります。 

 今期定例会の付議事件は、議案３件、報告３件、諮問１件であります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

                                   

    ◎委員会の所管事務調査報告 



〇議長（松本 勉君） 日程第４、委員会の所管事務調査報告を行います。 

 経済常任委員会委員長に調査結果の報告を求めます。 

 真鍋経済常任委員会委員長。 

〇経済常任委員会委員長（真鍋盛男君） 経済常任委員会では、３月６日、所管事務調査

を実施しました。その結果、次のとおり調査の経過と結果を報告いたします。 

 調査事項、地方交付税について、調査の方法、委員会の開催、調査をするための委員会

を開催し、担当参事より説明を受け、質疑を行いました。 

 委員会に出席した委員、委員会に職務のため出席した者、委員会に出席した説明員は、

お手元に配付の書面のとおりであります。 

 委員会の調査結果、地方交付税の算定方法など資料をもとに概要の説明を受け、本町に

おける地方交付税は一般会計歳入の 40％以上を占める大きな収入であり、平成 27 年度ま

では当初算出額より多く交付されていたが、28 年度からはおおむね当初算出額どおりの交

付となっており、今後は人口減による交付税額の減少も見込まれるなど、厳しい財政運営

が続くことについて理解を深めました。 

 以上で経済常任委員会所管事務調査の結果を申し上げ、報告といたします。 

〇議長（松本 勉君） ただいま報告のありました経済常任委員会からの所管事務調査結

果について質疑を受けます。ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これにて委員会の所管事務調査報告を終結いたします。 

                                   

    ◎行政報告 

〇議長（松本 勉君） 日程第５、行政報告を行います。 

 町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） 平成 30年第１回定例会以降における町政の主なものについてご報

告申し上げます。 

 最初に、お手元に第１回定例会以降における工事発注一覧表を配付してありますので、

ご照覧ください。 

 次に、要望活動についてご報告申し上げます。５月 25 日、室蘭地方総合開発期成会とし

て胆振総合振興局室蘭開発建設部に対し、平成 31年度の国費等の要望を行いました。本町

といたしましては、地すべり対策の推進、国道 453 号の整備促進、道道洞爺湖登別線、有

珠山外環状線の整備促進、町道上立香第２線の道道昇格要望、その後開発建設部と期成会、

室蘭地区トラック協会との合同意見交換会を行いました。なお、当日は、長内副議長にも

ご同行をいただいております。 

 次に、室蘭港フェリー航路誘致促進期成会についてご報告申し上げます。５月 25日に室



蘭港フェリー航路誘致促進期成会総会が開催され、室蘭市と岩手県宮古市を結ぶフェリー

航路が６月 22 日に就航する旨の報告がありました。期成会については、平成 20 年 11 月

に室蘭港フェリー撤退と同時に設立され、活動から約 10 年の時を経て就航の運びとなり、

大変喜ばしいものと思っております。総会において会長である室蘭市長からフェリー航路

の活用や将来展望について、ようてい・西いぶり連携会議や洞爺湖登別広域観光圏、胆振

総合振興局と協力して利用促進を図ってまいりたいとのことであり、今後とも３市３町の

協力連携をお願いされたところでもあります。当町としても、宮蘭航路フェリー就航を機

に各圏域との地域間交流や物流が促進されることを望んでおります。 

 以上、平成 30 年第１回定例会以降における町政の主なものについてのご報告といたし

ます。 

〇議長（松本 勉君） これにて行政報告を終結いたします。 

                                   

    ◎一般質問 

〇議長（松本 勉君） 日程第６、一般質問を行います。 

 一般質問の通告がありますので、通告順に順次発言を許します。 

 １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） 平成 30年第２回定例会に当たり、一般質問を通告書に基づき行い

ます。 

 質問事項として、壮瞥町は平成 28 年３月に壮瞥町地域防災計画を策定しましたが、その

後の取り組み状況について確認し、今後も起こり得るであろう災害発生時における行政、

住民の望ましい取り組みを確認するため、以下９点について最初に質問いたします。 

 質問の要旨と質問事項。昔は、災害は忘れたころにやってくると言われていましたが、

昨今は毎年のように災害が発生しています。この状況に対応するために、平成 28 年３月に

壮瞥町防災会議名で壮瞥町地域防災計画を策定、２年が経過しました。この計画は、行政

の立場で住民の生命、財産を守ることを第一義として各種防災に対する取り組みが示され

ておりますが、その反面住民がみずからの身の安全はみずから守ることを基本にしていま

す。この基本事項達成のために、行政は住民に対してどのような働きかけをし、また取り

組んできたかについて質問いたします。 

 １点目、防災に対する住民の責務について現在までどのような働きかけをしてきたか。

働きかけた事例とその成果について。 

 ２点目、災害発生時の要配慮者、避難行動要支援者をどのように把握しているか。 

 ３点目、災害発生時に備えて、町は避難行動要支援者の把握を求められているが、壮瞥

町は壮瞥温泉地区と滝之町地区を避難訓練実施地区に指定しているが、それぞれの地区の

避難行動要支援者をどのように把握しているか。 

 ４点目、平成 30 年３月の強風と長時間の停電時、町の取り組み内容、地域と密接な関係

を持つ民生委員、社会福祉協議会、自治会はどのような働きをしたか。 



 ５点目、自主防災組織の結成と活動を計画しているが、その結成についてどのような働

きかけをし、その成果、現況はどのように把握しているか。 

 ６点目、壮瞥町は毎年防災避難訓練を実施しているが、その成果、改善点等についてど

のように把握しているか。 

 ７点目、防災避難訓練を平日に実施しているが、その理由は何か。土曜、日曜に実施す

べきと考えるが、このことについての考え方は。 

 ８点目、平成 29年度に行政組織改編が行われ、また 30 年度にも大幅な組織改編が行わ

れたが、災害対策本部の組織、本部所掌事務組織の変更の取り組み状況はどこまで進んで

いるか。 

 ９点目、平成 28 年３月に策定した壮瞥町地域防災計画をより実効性のあるものにする

ため、どのような考えを持って今後取り進めるかについて質問いたします。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） １番、佐藤議員のご質問にご答弁申し上げます。 

 壮瞥町では、平成 29年４月及び９月、平成 30年３月に暴風及び大雨により大きな被害

を受けております。最近は、異常気象の影響からゲリラ豪雨で一部地域での災害発生など、

予測できないような災害が年に数度発生しております。 

 １点目の防災に対する住民の責務について、これまでの働きかけの事例及び成果につい

てですが、壮瞥町地域防災計画において、町民はみずからの身の安全はみずからが守ると

いう防災の基本に立ち、みずから災害に対する備蓄を行うとともに、防災訓練など自発的

な防災活動での参加や災害教訓の伝承に努めると明記し、地域防災計画策定後これまで広

報で災害等に対する備えやみずから災害から身を守るために必要なことを周知してまいり

ました。また、広報以外でも防災講演会や防災訓練を実施しております。成果については、

特に聞き取り等の検証は行っておりませんが、全国で多発する災害により多くのマスコミ

が各家庭での備え等について報道していることから、少なからずポータブルストーブや数

日間の食料品などの備えは進んでいると思っております。 

 ２点目の災害発生時の要配慮者の把握についてですが、地域防災計画に基づき住民福祉

課が把握している要介護状態や障害区分等の情報を加味して避難行動要支援者名簿を作成

しているほか、道のマニュアルに準じて年に１回から２回程度更新し、避難支援に必要な

情報の把握に努めております。また、３点目の壮瞥温泉地区と滝之町地区の避難行動要支

援者の把握についても前述の名簿を活用しております。 

 ４点目の平成 30年３月の強風と長時間の停電時、町の取り組み内容、地域と密接な関係

を持つ民生委員、社会福祉協議会、自治会などはどのような働きをしたかについてですが、

当日は壮瞥町に 15時 42 分に大雪警報が発令されました。ただし、暴風雪警報は発令され

ませんでしたが、大雪による吹きだまりにより国道では 100 台程度が立ち往生し、交通に

多大な影響がありました。また、14 時 51 分に伊達市での暴風の影響により町内全域で停

電が発生し、復旧までに 10 時間程度を要しております。そのような状況を踏まえ、町の取



り組みとして警報発令後すぐに会議を開催し、避難所２カ所の設置を決定、防災無線等で

住民周知を行っております。また、特に降雪が多く、高齢者率の高い蟠渓地区や独居高齢

者の多い町営住宅については、町職員が戸別訪問し、安否確認や避難所開設の周知を行い

ましたが、今回のケースにおいてはご質問にあった民生委員や社会福祉協議会などの避難

支援等関係者への情報提供や協力要請については行っておりません。自治会においては、

自主防災組織を持つ自治会からみずから避難所開設及び運営をするとして、町が発電機の

貸し出しを行いましたが、各世帯に自治会が聞き取り調査をしたところ避難する世帯がい

ないことから、避難所を開設しませんでした。 

 ５点目の自主防災組織の結成についての働きかけ、その成果、現状については、地域防

災計画改訂前、改訂後に広報に掲載し、連合自治会の研修会でも資料配付等を行っており

ます。しかしながら、自主防災組織を結成したのは１自治会にとどまっており、結成が進

んでいないのが現状であり、それぞれの自治会の事情もあることを踏まえ考えなければな

らないものと認識しております。 

 ６点目の防災避難訓練の成果と改善点等についてですが、成果として災害時に対応する

職員が有珠山噴火の特徴を理解し、近年多発している大雨等の警報発令時に避難所開設が

スムーズになっているものと考えており、また警察や自衛隊と連携して実施していること

から、顔の見える関係が構築されていると思っております。次に、改善点でありますが、

これまで避難誘導及び避難所対応等をメーンに実施しておりましたが、噴火災害時に災害

本部となる情報館を含めた訓練も必要ではないかと考えております。ただ、道の駅を併設

していることから、繁忙期に訓練を実施することが難しいことから、実施時期を含め検討

しなければならないものと考えております。 

 ７点目の防災訓練実施日についてですが、訓練には多くの方に参加していただくことが

望ましいものと思っておりますが、これまでは災害弱者となり得る子供たちに噴火災害の

恐ろしさを理解してもらうことの必要性を考慮し、小学校等が参加できる平日に実施して

おります。また、ご質問にある土曜日、日曜日に実施すべきではとのことについては、こ

れまで参加できなかった人が参加できるということは考えられますが、どのような視点で

訓練を実施すべきかを考えてまいりたいと思っております。 

 ８点目の組織改編に対する取り組み状況についてですが、地域防災計画で本部の所掌事

務の組織変更は必要でありますが、その他５月 30 日より改正になった大雨警報の発令基

準の変更や有珠山火山防災協議会で作成する避難計画の内容を盛り込むなどの改正が今後

必要となってくることから、あわせて改正していきたいと考えております。また、本部所

掌事務組織の変更は、旧体制を現体制に組みかえることであり、時間を要さないものと考

え、他の改正時に対応する考えであります。 

 ９点目の地域防災計画をより実効性のあるものにするため、どのような考えを持って取

り組むかについてですが、この地域防災計画の改訂も東日本大震災で得られた教訓を今後

に生かし、災害対策基本法の大幅な改正を踏まえ、作成しております。今後の取り組みと



しては、国や北海道との防災計画の整合性を遅滞なく進め、地域の実情を把握することが

より実効性を高めることができるものと考え、多くの方からのご意見を伺いながら進めて

まいりたいと考えております。 

 近年多種多様な災害等が発生する中、地域防災計画に基づき対応できるよう今後も訓練

や防災に対する啓発活動を行い、住民並びに地域の安全、安心のまちづくりを行ってまい

りたいと考えておりますので、ご理解いただきますようお願いを申し上げまして、ご答弁

とさせていただきます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） 通告いたしました９点について答弁、考え方をいただきましたの

で、以下質疑を交わし、この壮瞥町地域防災計画が今後の災害発生時に生かされることを

願って質問を続けます。 

 １点目について、壮瞥町地域防災計画は、答弁にありましたが、防災の基本であります

みずからの身の安全はみずから守ることを基本にして、壮瞥町は防災関係機関の機能全て

を挙げて住民の生命、身体、財産を災害から保護するために万全を期することを目的とし

ていることは今さら申し上げるまでありません。この計画の策定後、2016 年の７月号の広

報そうべつで４ページにわたって解説しております。また、現在でも年数回でありますけ

れども、気象台からの防災メモとして掲載しておりますが、このような広報活動の効果、

これをどのように評価しているか最初に伺いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 まず、議員が質問されております広報の効果でございますが、議員もおっしゃったよう

に災害は忘れたころにやってくるというお話もありますけれども、やっぱり常に情報を提

供していくことが住民の皆さんの意識を高めていくのではないかというふうに思ってござ

いますし、その頻度は年数回かもしれませんが、災害はいろんなタイプがあると思うので

す。その中でも土砂災もあれば、気象台で出す警報関係も大雨の関係とかいろんなものを

含めて今後も提供はしていきたいと。それで、住民の意識を高めていけるのではないかと

いうふうに考えてございます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） やはり平常時からのＰＲといいますか、広報活動大切だというこ

とは、お互いに認識できるものと思います。 

 そこで次に、防災意識の高揚のために平常時からの備えが大切であるということを言わ

れておりますし、広報でもそのようなことが書かれております。そこで、平常時から住民

の皆さんにこれだけは備えていただきたいなということ、物があると思いますけれども、

今行政として住民の皆さんに準備、備えていただきたいもの、最低必需品についてもしも

考えているものがあれば伺いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 



〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 最低必需品という形でございますが、それは個々皆さん違うかというふうに思います。

ただ、当然自宅にいるのも大切ですし、逆に避難所に行かなければならないという場合も

ございます。仮に自宅にいる場合は結構でございますが、避難所に行くときに本当に何が

必要なのかということを例えば身の回りの貴重品とかそういうものとか、常によく防災セ

ットではないですけれども、それを備えつけるのと災害時に何を持って逃げるかという、

例えば個々の家庭によって貴重品等は違うと思いますので、その辺を踏まえて住民の方々

には仮に避難をする場合には何を持って逃げ出すかということを踏まえて考えていただけ

ればなというふうには思ってございます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） それぞれのケース・バイ・ケースで違うことは承知しております

けれども、噴火災害のように一斉避難というときは、余り私は持ち物等については、準備

しておくとそれ持って逃げることができるのですけれども、ことしの３月にありました風

雪による長時間の停電、これに対応するためのこと、各家庭は現在石油ストーブといいま

すか、電気を利用して石油ストーブを運転しておりますけれども、先ほどの答弁の中に少

なからずポータブルストーブの備えは進んでいるのでないかという答弁がありました。け

れども、実際に３月の風雪時のときに自治会の高齢者のところを私は回りましたが、その

とき皆さんの口から出てきたのは、一番困ったのはやはり暖房がとまったことだと。電気

がとまったことによって寒さだということでした。このことからしても、やはりポータブ

ルストーブの備えというのは必要でないかなと。そこで、私はある高齢者宅に行ってスト

ーブのことを話したら、物置にあるからということで出しました。けれども、その物置に

あったのは電気を通じなければつかないものでした。きょうは早く寝るからということで

お話ししておりましたけれども、やはり私は最低でもこの北国の北海道であればポータブ

ルストーブ、これは１万円前後しますけれども、町としても備えつけということを働きか

けてもいいのでないかと思いますけれども、このことについてどのようにお考えになりま

すか。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） 議員のご心配はもっともだというふうに思ってございます。こと

しの３月も長時間にわたって、約 10 時間近くの停電になりました。最終的に復旧したのが

遅い地域は夜中の 12 時近くでありましたけれども、数年前に登別のほうで鉄塔が倒壊し

た折に、長時間にわたって数日間停電があったと。そういったことから、町といたしまし

ても平成 25 年に改定をいたしました有珠山の防災マップのほうに日ごろより町民の皆さ

んが備えていただきたいものを掲載をさせていただいておりますし、またポータブルスト

ーブでありますとか懐中電灯、あるいはラジオ等もあれば、トランジスタラジオ等も備え

ておけば必需品の一つになるというふうに思っておりますし、先ほど申し上げたように水

でありますとか食料品もある程度何日か分の備蓄をしている家庭が多いのではないかなと



いうふうに思ってございますので、今後も災害は夏だけではなくして冬期間もあるわけで

ありますので、そういったことも踏まえながら町民の皆さんにはぜひポータブルストーブ、

懐中電灯、もし備えていただればラジオ等、これはＦＭの放送も災害のときに貴重な情報

を得られる一つの手段でありますので、そういったものを備えていただきたいというふう

に思っております。これからも町民の皆さんの安心、安全のためにもそういった備えをし

ていただくことを呼びかけていきたいというふうに思っております。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） 最低限の備えが必要ということは私も理解いたしますので、やは

り今後も広報等で働きかけていただきたいなと思います。 

 そこで、先ほどの答弁の中に広報以外でも防災講演会や避難訓練の実施に取り組んでい

るとの答弁がありました。このような行事だとか取り組みに対して、町民の皆さんや職員

の皆さんがどの程度参加していると認識しているか伺いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 今実績等は、平成 25年から 29 年までございます。その中でいきますと、まず講演会に

ついてですが、参加人数、これは職員と住民の関係は内訳はございませんが、平成 25年 10

月 24 日に開催している講演会については参加人数 90 人、26年 10 月 16 日、100 人、平成

27 年９月 23 日には 150 人、平成 28年は講演会は実施してございません。そして、平成 29

年、これは有珠山噴火 40 周年の関係のイベントでございますが、このときに 100 名とい

う形になってございます。 

 また、実働訓練の部分に関しましては、平成 25年度、住民が 10人、職員 29 人、関係機

関、これは消防とか消防団、警察、自衛隊等ですけれども、それが 20、合計 59、平成 26

年度は住民 55、職員 34、関係機関 23 の計 112 名、平成 27 年度、住民 86、職員 30、関係

機関 26 の 142、平成 28年は住民 132、職員 24、関係機関 41、計 197、平成 29年度、これ

は１市３町で合同の訓練でございますが、そのうちの壮瞥町の分といたしましては住民

113、職員 25、関係機関 17、計 155 となってございます。 

 以上でございます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） ただいま詳細に参加人数お知らせ願って、これから地域として、

私たちが所属している地域としてもこの数字を参考にしながら、できるだけ多くの皆さん

に参加してもらう方策を考えていくことは大切でないかなと、そのようなこと考えられま

す。 

 そこで次に、２点目と３点目について質問いたします。28 年３月に策定した地域防災計

画の中で特記してよいことは、災害対策基本法が平成 25 年６月に改正になり、26 年４月

から施行されたことを背景にして、先ほど答弁のありました避難行動要支援者名簿の作成、

これが市町村長に義務づけされたと、これが大きな特色でないかなと思います。そこで、



先ほどの答弁いただいたのを聞きますと、壮瞥町においても作成していますよ、そして年

１回から２回更新しているとの答弁がありましたけれども、この町内の避難行動要支援者

名簿に登載されている人数はどの程度いらっしゃるのか伺いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） 避難者名簿、要支援者につきましては、町長の答弁にもござ

いますように総務課のほうで住民福祉課より資料をもらい、作成してございます。その中

でいきますと、平成 30年度の今押さえている名簿としては、壮瞥町内の要支援者の方々の

人数としては 77 名ございます。平成 29 年度の部分、１年前のときにおきましては 94 名

という形で把握してございます。それぞれ滝之町、それと壮瞥温泉昭和新山、久保内、幸

内弁景、仲洞爺東湖畔、立香、計６地区に分けてそれぞれの部分では把握しているという

状況でございます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） これで要支援者が町内何名いるかということを理解できましたけ

れども、この避難行動要支援者名簿、登載の範囲といいますか、例えばいろんな関係のも

のを調べてみますと、要介護３以上の認定を受けている者、または重度の障害者というこ

とが表記されておりますけれども、壮瞥町は今言われました77名だとか94名という数は、

このような要介護３以上だとか重度の障害者に限定して作成しているのかどうかについて

伺いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 今現在総務課のほうで作成している部分に関しましては、種別として介護の部分と、あ

と身障の部分と知的の部分と精神の部分という形で、その中で等級をそれぞれ定めて名簿

に登載しているという状況でございます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） 介護だとか身障者の皆さんだとか知的、精神的な面だとかとあり

ましたけれども、およそこの割合といいますか、人数はどのような形になっているか伺い

たいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） その割合でございますが、詳細のその 77 名の内訳という形で

はちょっと押さえていないのが実情です。ただ、どの部分で多いのかと申しますと、身障

の部分が多いのかなと。それは、心臓機能障害とか肢体不自由とか下肢の部分とか、そう

いう部分の身障の部分での方が名簿を見ますと割合的には多いのかなと。介護以上にその

部分が多分多数を占めているというふうに認識してございます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） 今までの質疑を通して壮瞥町の支援を必要とする方の概要がわか

りましたので、次に４点目に移りたいと思います。 



 避難支援等関係者と避難行動要支援者名簿について伺います。防災計画の第４章、災害

予防計画の中で避難支援関係者を定めておりますが、その中に民生委員、社会福祉協議会、

自主防災組織、自治会が列記されております。これらの団体にその地域内の要支援者の名

簿といいますか、そういう提供が私は必要でないかなと考えております。何も行政が作成

した原本をそのままコピーしてその関係団体に渡すのでなくて、最小限度あなたの自治会

では誰々さんが今町で要支援者として考えていますよと、そういうものの提供が私は必要

でないかなと、そのように考えますし、これは災害が起きたから知らせるのでなくて、平

常時からそういうことを知ることによって地域でその人たちを見守ることもできるのでな

いかなと、そういうことを考えられますので、要支援者名簿、これを自治会等に知らせる

ことはいかがなものか、どう考えるかについて伺いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 議員おっしゃることも当然もちろんなことなのかなというふうに認識してございます。

今現状としては、確かにお知らせというか、自治会等にもお知らせしてございませんが、

名簿の出し方について今後関係機関とも協議しながら進めてまいりたいと思いますし、可

能な限り、個人情報の部分もございますので、どこまでが範疇として許されるのかという

ことも踏まえて、いつも同じような答弁になるのかもしれませんが、そういうふうには考

えてございます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） ぜひ検討していただきたいと思います。 

 ここに避難行動要支援者の避難行動支援に関する取り組み指針というのが平成 25 年８

月に内閣府から出ております。その２番目に、次のようなことが書かれております。避難

行動要支援者本人からの同意が必要なのですけれども、同意を得て平常時から消防機関や

民生委員等の避難支援等関係者に情報を提供することということがこの内閣府が平成 25

年８月に発表しているのです。そういう指針を示しております。そこで、やはり今個人情

報、個人情報ということでいろいろと厳しい時代ですので、何もこの方が何の障害によっ

て支援者の名簿に登載されているかということまで私たちは必要ないのです。この方が町

としては認めています、認定していますよということだけで十分だと思うのです。そのこ

とによって、私は個人情報のクリアもできるのでないかなと考えますので、ぜひ検討して、

災害が起きたときには行政と地域が一体になって取り組む姿勢が必要でないかなというこ

とを申し上げたいと思います。 

 そこで、先ほど答弁の中で民生委員や社会福祉協議会のなどの避難支援関係者の情報提

供や協力要請を行っておりませんがということで３月１日のことについて触れられており

ました。このことについてちょっと触れたいのですけれども、３月１日午後６時前後だっ

たと思いますけれども、役場職員から次のような内容の電話がありました。自治会内の独

居高齢者の状況を確認してほしいなと、できれば確認してほしいなという依頼の電話があ



りました。風も吹いておりましたし、雨も降っておりましたけれども、私は明るいときに

ちょっと何軒か心配されるところに行っていろいろと相談したのですけれども、町から自

治会内の独居高齢者の状況確認依頼があったものですから行きました。そのときにも、今

自治会等には届いておりませんけれども、対象者名簿があると生かされるのでないかなと、

そんな気がしてなりません。 

 そこで、お聞きしたいのは、災害で私のところに、私家にいたのですけれども、放送は

全然聞こえませんでした。ですから、電話で初めて知ったのですけれども、このような町

の災害時に対する対応について、行政の対応について、３月１日に限定してお聞きしたい

のですけれども、何か住民の皆さんから電話だとかそういうもので苦情と言うとおかしい

のですけれども、どうなっているのだとかそういう問い合わせがあったかどうか。もしも

問い合わせがあったら、その内容をお聞かせ願えればと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 ３月１日の部分につきましては、防災無線多分聞こえなかったというお話なのですが、

防災無線で停電、節水、避難所の開設の放送をしてございます。また、ワイラジを使って、

朝には学校の休校と、大雪でしたので、不要不急の外出を控えてもらうようワイラジのほ

うに連絡をしてございますし、昼には３月２日、次の日も学校が休校ということがわかり

ましたので、その辺の情報提供をさせてもらっているというふうに思ってございます。 

 済みません、私も災害本部にいましたけれども、今議員のところにお電話をして、職員

のほうからいったというのはちょっと存じ上げませんでしたので、その辺ほかの自治会に

もそのようにしているのかというお話であれば、今回の部分は先ほどのお話と同様に福祉

協議会とか民生委員、自治会のほうにはお伝えはしていないという形で認識してございま

した。その辺大変申しわけないなというふうに、個人的にお話ししたのかどうかというの

もありますが、その辺は大変申しわけないというふうに思ってございますし、ですから答

弁にもありましたように蟠渓と建部の団地のほう、独居老人のほうを職員のほうで全部安

否確認等回ってございますし、そういう形の中でやはりいつになったら電気が通じるのだ

という苦情のお話はいただきました。うちも北電さんといろいろと常に連絡をやりとりす

るのですが、北電さんも大風の中なかなか現場の特定ができず、その復旧作業が遅々とし

て進まなかったというのもありまして、その辺の部分での苦情はやはり冬期間でありまし

たので、停電の関係が苦情があったかなと。あとは大雪だったので、除雪関係等もありま

したが、吹雪の中に行って、渋滞で北湯沢で 100 台程度車が立ち往生して、消防が、警察

が出て大変な騒ぎになってございましたので、そういう形の部分も踏まえて苦情があった

かなというふうに認識してございます。 

 以上です。 

〇議長（松本 勉君） 町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） ３月１日の大雪、暴風雪のときには長時間にわたって、先ほど申



し上げたように 10 時間近く停電になったわけでありますけれども、佐藤議員の自治会の

ほうにも、私も聞いております。佐藤議員に自治会を回ってくれないかというお願いをし

たというお話は伺っております。回っていただいたというふうに聞いておりますので、本

当にご迷惑をおかけし、また感謝を申し上げたいというふうに思っております。 

 また、支援を必要とする方の名簿等については、やはり一番大事なのはプライバシーを

守るということが大事でございますので、名簿を出すときには最低限、本当にここだけは

必要なところというところに限定をさせていただいて、そしてなおかつ本来は個人情報で

ございますので、個人の承諾いただくことが大事ですけれども、そういったこともできる

限り取り入れながら、今後支援を必要とする方々の名簿の提出については慎重に取り組ま

せていただければというふうに思っております。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） わかりました。 

 そこで、こういう情報の公開ということはプライバシーにかかわることですので、でき

るだけ慎重にしなければならないと思いますけれども、先ほど言いました内閣府の指針に

よりますと、３番目に現に災害が発生、または発生のおそれが生じた場合、本人の同意の

有無にかかわらず提供できるということも書かれているのです。そういう面で運用につい

ては慎重に慎重を期しながら、地域と行政が手を携えて取り組めるようなシステムを今後

構築といいますか、つくっていただきたいなという希望を申し上げて、この点については

終わりたいと思います。 

 次に、５点目の自主防災組織の結成についてでありますけれども、先ほどの答弁では町

内で１自治会のみの結成だということがありました。そこで、先ほども言いましたが、2016

年７月の広報そうべつでこの計画、防災計画ができましたよということについては４ペー

ジにわたって詳細に説明してありました。そのうちの１ページを割いて、自主防災組織を

つくりましょうという広報が載っております。そこで、私はこの広報を見て感じたのは、

壮瞥町の各自治会の構成世帯規模からして、どこかの大きな自治会で結成しているような

形の事例を取り上げて参考資料にしてくださいという形で出しているのです。私は、壮瞥

町の実態をきちっと踏まえた上で資料の提供が欲しかったなと、そんなことが気になりま

した。そこで、私はこの質問に先立ちまして、管内の各市町の全部ではありませんけれど

も、防災計画を読ませていただきました。そうしますと、どの市町も北海道の指導によっ

てその中に必須のごとく地域住民による自主防災組織の設置及び育成を掲げております。

そこで、お聞きしたいのは、胆振管内の 11 市町がありますけれども、自主防災組織の結成

状況をもしも把握していればその状況について説明願いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 大変申しわけございませんが、ほかの管内の実情、自主防災組織の組織状況、その辺は

今現状としては把握してございません。 



〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） わかりました。 

 そこで、本当はこういうことを聞きますということで通知すればよかったのかもしれま

せんけれども、私も調べてみたのです。そうしますと、北海道の市町村別自主防災組織活

動カバー率調査というのが平成 28 年と 29 年にあったようです。そこで 29 年の４月１日

現在での表が載っておりました。それを見ますと、胆振管内での最高の自主防災組織の結

成しているのは苫小牧市で 89.3％、次に白老町が 73.1％、登別市が 66.7％、むかわ町が

61.9％、豊浦町が 22.6％、そして室蘭市が 50.4 だとか伊達市が 38.3 だとか、そのように

だんだん、だんだん下がっていくのですけれども、壮瞥町は最低の 5.3％なのです。そう

いうことから考えても、これからせっかく計画の中に自主防災組織の結成と育成という項

目を掲げているのであれば、当然自治会も真剣になって考えなければなりませんけれども、

町もやはり育成というのはただ言葉だけでなくて、こんな形で結成したらいいのでないで

しょうかというアドバイス的な、一片の大きなまちの組織例を挙げるのでなくて、壮瞥町

に合ったようなものを提示していくことが必要と思うのですけれども、このことについて

どのようにお考えになるか伺いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 私も自主防災組織の関係で、たしか広報にもその内閣府の手引とかでございまして、そ

の中でいいますと消防庁で自主防災組織の手引という形で、ここにあるのですが、かなり

厚い簿冊になってございます。その中でいきますと、その中を見ますと、ＱアンドＡとか

いろいろと見ると高齢化率がどこのまちも非常な問題となっているのではないかと。その

中で進まないというお話もあるということも踏まえて、町内会単位で本当にすべきかどう

かというのがどうなのだろうというふうにも書いてございました。例えば学校区単位です

とか、ある程度の自治会が何自治会か一緒になってやるような形もいろいろと読ませてい

ただいて、私どももやっぱりそういうことを認識しながらやっていかなければいけないの

かなと。１自治会でやろうと思うとやはりなかなか難しいという形も踏まえて、今議員も

おっしゃられたとおり、あり方としてはそういうことも踏まえて町としても考えなければ

ならないのかなと。それと、この自主防災組織の手引の中にも人材育成という、そういう

防災の関係での人材育成とかという形もありましたので、それらを参考にして進めていけ

ればよろしいのかなというふうに思ってございます。 

 以上です。 

〇議長（松本 勉君） これより休憩といたします。再開は 11時 10 分とします。 

休憩 午前１１時０２分 

                                   

再開 午前１１時１０分 

〇議長（松本 勉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 



 １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） 質問を続けたいと思います。 

 先ほどの答弁の中に、自治会単位よりも地区といいますか、そういうほうがいいのでな

いかという考えも示されております。私も同感なのです。といいますのは、教育委員会が

スポーツ振興のために取り組んでいる事業、もう 20 年以上続いていると思いますけれど

も、町内を多分７つの地区だと思いますけれども、分けております。それに右倣えとは言

いませんけれども、やはりある一定の戸数がなければ取り組むことが不可能に近いのでな

いかなと。ですから、自治会単位でなくてそういう地区、地区を組んで、その中で取り組

むことが私は必要でないかな、そういうことを考えていること、ですから先ほどの答弁と

私の考えは大体一致するのですけれども、このように先ほど胆振管内の状況でいつ噴火す

るか、噴火災害が襲ってくる西胆振の１市３町の自主防災組織の組織率は、伊達が一番多

くて 38％程度で、最低が 5.3％の壮瞥です。そのほか洞爺湖町にしても 34％だとか豊浦町

が 22.6％、そういう低い状況ですので、町も私たち住民もこの結成に向けて真剣に取り組

むことが必要でないかということを申し上げたいと思います。 

 そこで、こんなことがありました。例えばこの防災計画ができた後、私の自治会で担当

者に来ていただいて、小地域ネットワーク事業の一環でしたけれども、防災計画について

話をしていただきました。そのときにハイゼックスによる、ハイゼックスと言ってもご承

知ない方多いかもしれませんけれども、非常食、ビニールの袋に米を入れて、熱湯で昼食

をつくるという簡易な非常食のつくり方ですけれども、それをつくって食べた。そのとき

に町の担当者、初めてだというのです。おいしいし、こんなの食べたの初めてだというこ

とで、知識としては承知していても実体験がないということです。そういう面で、町の担

当者ばかりでなくて、町職員の皆さんもこの地域防災計画により一層の関心を持っていた

だいて、ことしじゅうに 50％以上に立ち上げませんか、目標にして。そういうことについ

てどのようにお考えになるか伺いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 組織率についてのお話でございますが、目標として確かに少しでも多く、高い目標を持

ってということは大変望ましいかなと。ただ、今ここでやりませんかと言われて、やりま

すという形の答弁は、申しわけないですけれども、今はっきりと申し上げるのは難しいの

かなと思いますが、そういう意識を持って今後取り組みたいですし、職員の部分について

もここ最近の防災訓練で町で備蓄している食料品ですか、防災食のそれを試食してと、お

いしいか、おいしくないかというお話もそうですけれども、これが避難したときに皆さん

が食べて本当に満足できるのかどうかというのも最近職員の中でも話もしてございますし、

そういうことも意識も含めて今後内部では協議してまいりたいというふうに思いますので、

ご理解いただければというふうに思います。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 



〇１番（佐藤 忞君） わかりました。 

 そこで、６点目のことについては、先ほど答弁にありましたように情報館の２階が災害

時にこの役場を移転するということを目的にして設置されておりますので、そういうスペ

ースになっておりますので、１度くらいは訓練も必要でないかなと。ことしだとか来年で

なくてもいいのですけれども、そういうことも住民とかかわりなく実施できることだと思

いますので、ぜひそういう災害時を想定して、机上だけでなく実際に実施してみるという

取り組みも私は必要でないかと思いますので、この点についてはそれ以上言及したくあり

ません。 

 そこで、７点目の避難訓練の土曜、または日曜日実施について伺います。私は、町で実

施する避難訓練はできるだけ参加するよう心がけて、参加させていただいております。例

えば総合訓練といいますか、たしかこれは平成 22 年でなかったかなと記憶しているので

すけれども、22 年の有珠山噴火１市３町合同の訓練が壮瞥温泉で行われたときだとか、昨

年の 29 年度の１市３町の訓練にも参加させていただきました。そこで、今までのそういう

実施状況を見ますと、平日に行われているのです。これにはいろんな理由があるとは思い

ますけれども、私はやはり土曜だとか日曜日に１回くらいは実施しておくことが必要でな

いかな、そんな気がしてなりません。 

 私は、４年くらい前でしたけれども、洞爺湖町の避難訓練の状況を見ながら参加させて

いただきました。このときの避難訓練は、津波を想定して、虻田地区の皆さんが温泉の文

化センターに避難したのです。そのときの様子を思い出しているのですけれども、町職員、

これは虻田の場合は全部そろいの作業着ですか、そういうのを着たり、または町議会議員

も一緒になって避難された方の対応をしていることが今でも印象に残っております。いつ

起こるかわからないそういう災害に対して、日ごろからの訓練が必要でないかな。ですか

ら、先ほどの答弁の中に災害弱者となる子供たちに噴火の恐ろしさを理解してもらうため

に小学校の登校日、だから平日に行っていますよというのが理由の一つに挙げておりまし

たけれども、振り返ってみますと 1977 年の８月７日は日曜日でした。また、これは日曜日

であり、夏休み期間中です。それから、2000 年の３月 31 日の噴火は春休み中でした。噴

火というのは、曜日を選んでくれないのです。いつ起こるかわからない。ですから、平日

でも対応できるような私は避難訓練が必要でないかな、そういうことを考えているのです

けれども、土曜日だとか日曜日にしますと親子で避難する大切さだとか必要性、これも理

解できるでしょうし、また職員は休日ですので、多分自宅にいらっしゃると思いますけれ

ども、非常招集で職員が登庁して、体制確立までに時間がどのくらいかかるかだとか、そ

ういう検証も私は必要でないかなと。そういうことをいろいろ考えると、私は平日に１回

くらいは実施していただきたいな。そして、そのとき、先ほどの答弁に警察や自衛隊と連

携をとって、顔の見えるというような言葉使っておりましたけれども、私は自力で、いざ

本当に災害が起きたとき自分たちの町でどういう対応ができるかということを検証するこ

とも必要でないかなと、そんなことを考えておりますけれども、土曜だとか日曜にできな



いのにはいろんな理由あると思いますけれども、このようなことに取り組む、ことしとは

言いませんけれども、取り組むような考えはいかがでしょうか。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） ただいま佐藤議員の避難訓練の実施曜日についてのご質問でござ

いますけれども、平成 25年からこの有珠山の避難訓練、噴火災害を想定しての避難訓練を

実施をしてまいりました。これは、職員の初動態勢をいかにスムーズに進めていただくか、

これを基本としてまずは避難訓練を実施しておりました。2000 年の噴火後、退職された職

員さんも多くなって、新しい職員さんが噴火災害の対応したことのない職員さんもいらっ

しゃいますので、そういったことを基本として２日間実施をしております。１日目は、職

員対象の図上訓練ということを実施をしておりますし、また住民の皆さんに参加をしてい

ただいて避難訓練を実施しておりますけれども、これもやはり特に職員が図上で訓練した

ことをいかに現実として対応できるかどうか、これも訓練の一つとして実施をしてまいり

ました。議員ご指摘のように、町民の皆さんも多く参加していただきたいのはやまやまで

ございます。災害というのは、有珠山の噴火災害だけではなくして、各地域に土砂災害の

危険区域も北海道のほうでは指定をしておりますので、そういった危険箇所もございます

し、大雨、暴風雪等の避難等もその訓練の内容として含めておりますけれども、そのこと

をぜひご理解をいただきたい。そして、今後は、やはり災害はいつ起こるかわかりません。

ですから、議員おっしゃるように休日、土曜、日曜に訓練ができるかどうかについてこれ

から検討させていただきたいというように思っております。そのことによって、先ほどご

答弁したように今まで訓練に参加できなかった方も参加できるのではないかなというふう

に思いますけれども、それともう一点、関係機関の皆さんが平日勤務でございますので、

自衛隊の方々以外は振興局にしても、気象台にしても、警察にしても休日出勤をしていた

だかなければならないわけでありますので、そういったことも関係機関と協議をして、で

きるかどうか検討したいというふうに思っておりますので、よろしくご理解を賜りますよ

うお願いを申し上げます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） わかりますけれども、やはり災害というのはいつ起きるかわから

ない。事前に警察だとか自衛隊と相談して、いとまがないときもあると思うのです。そう

いう面で、町として自前で突発的に起きたときどう対処するかということも私は検証して

おくことが必要でないかなと、そんな気がしてなりません。 

 そこで、私は今までずっと避難訓練に参加してきたので、感想を申し上げたいと思いま

す。住民の避難訓練の参加者が固定化しているのでないかな。そのため参加人数がいつも

少ないということ、そういう面があります。そこで、私は今まで町がとってきた方法を振

り返ってみますと、何月何日に避難訓練がありますよということで広報だとか回覧で回し

ておりますけれども、参加希望の方は係まで報告してくださいというような申告的な取り

扱いです。そうではなくて、私は例えば避難者の区域を自治会単位で決めたのであれば、



事前に自治会等と協議を持って、こういうのをやるので、できるだけ多くの地域の皆さん

が参加できるようにというような協力体制といいますか、そういう確立が私は必要でない

かな、そんなことを考えますけれども、どのようにお考えになるか伺います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 議員おっしゃられるとおり、広報で申告という制度の中でいきますと、今おっしゃった

ような方法も一つの方法でありますし、それが多くの方を参集できる形となるのではない

かなというふうに考えます。今後の防災訓練に際しては、今言ったご意見を参考とさせて

いただいて、取り組んでいきたいなというふうに考えてございます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） ぜひより実効性のある避難訓練を考えていただきたいなというこ

とを要望します。 

 そこで、例えば昨年の 10 月３日に行われた避難訓練の様子を私も参加して時系列的に

メモしたものありますので、それを読み上げたいと思います。10 時 31 分に避難者が乗っ

たバスが指定避難所に到着いたしました。ロビーで受け付け、氏名の記入等をしました。

和室には避難所開設時のプライバシー保護のための段ボールの囲いが置いてありましたけ

れども、それについて職員から説明があったかどうか、私が行ったときは説明者はおりま

せんでしたが、そういう状況、そして流れで体育館のほうに行きました。そうしますと、

体育館に行って集合していても、その担当者から一切指示がないのです。10 時 40 分に高

校生が参加しておりました。これは学校行事として参加したと思いますけれども、そこで

学校教員が司会して、校長が避難訓練の意義について話しました。そのときも町職員はそ

の会場にいませんでした。いたのは１名です。これは、地域協力隊員１名がその会場にお

りました。そして、その校長の話が終わると、高校生は車に乗るために会場から出ました。

この間町職員から避難者に対して一切指示がないのです。10時 52 分に、参加者の皆さん、

バスに乗ってくださいという指示がありました。そして、57 分にバスが避難所を出発しま

した。発車して間もなく、そこに添乗していた職員が電話をしておりました。それはどん

な内容かというと、今避難所を出たからということです。多分役場に連絡したと思うので

すけれども、そういう状況。そして、11 時７分に役場の玄関前に着いたのです。そこで私

たちは車の中で待たされました。というのは、多分職員が役場に電話したのは、今出たか

ら、その車に乗って豊浦に行く方は待ちなさいという指示でなかったかと思うのですけれ

ども、２分もバスが来てから職員乗らないのです。私は、もっと機敏性があってもいいの

でないかという感じを受けました。そして、11時９分にバスが出発して、11 時 39 分に豊

浦に着きました。そして、自衛隊のつくったカレーを赤十字奉仕団の皆さんが盛りつけし

ていただいたのをドームの中で食べて、外に出てみると外に今まであった、到着したとき

あった地震体験車は既に撤去されてないのです。町の広報を見ると、地震体験車があるの

で、体験できますということも書いてありました。そして、12 時 33 分にバスに乗車して、



34 分に出発しました。そのように、何か先ほど図上訓練だとかという言葉使っておりまし

たけれども、本当に避難した人たちに対する指示がゼロとは言いませんけれども、ないと

いうことです。それではこれから参加してみようというような方が少なくなるのは当然で

ないかなという気がしてなりませんけれども、そういう運営についてどのような方法が望

ましいかもしも考えがあれば伺いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 議員おっしゃられているのは、１市３町の防災訓練の部分であったというふうに認識し

てございます。その部分につきましては、１市３町の首長以下関係機関が災対本部として

合同でのシナリオというか、シミュレーションがあったものですから、その辺に対しては

地区それぞれの住民に対しての対応についてちょっと不備な点というか、その辺があった

のかなと。ただ、目的としましては、１市３町の合同訓練でございましたので、その辺が

災対本部と地域との避難所との連携がどのようにとれるかとか、どういう形でとれるかと

か、そういうことをある程度想定して訓練もしていたところもございますので、その点に

ついては私どもも認識的に至らなかったという形は思ってございます。ただ、各市町がや

る防災訓練につきましては、そのようなことは決してないような形で今後とも進めてまい

りたいなというふうに考えてございます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） やはり防災訓練は、本当にやって実のあるといいますか、実のあ

るものにしなければならないと思いますので、今後の防災訓練のあり方についていろんな

反省点を踏まえながら実施していただきたいなということです。 

 そこで、８点目に移りますけれども、組織改編に伴った訂正、これは何か次回の改正の

ときにしますというようなことを先ほど答弁にあったようですけれども、これはきちっと

おくれることなくやっていただきたいなということです。そこで、答弁の中にありました

５月 30 日から改正になった大雨警報の発令基準の変更内容、これについて、ちょっと専門

的な用語かもしれませんけれども、土壌雨量指数が導入されたようなことも書いてあるの

ですけれども、簡単に言うと今回の改正で大雨警報の発令基準がどのように変わったのか、

簡単でいいのですけれども、承知していれば説明願いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） 気象台のほうで大雨警報についての部分でございますが、改

正内容としまして大雨警報の土壌雨量指数の基準、今言われたようにという形のものと、

その基準の関係が一番なのかなというふうに思ってございます。土壌雨量指数につきまし

ては、通常雨が降ったときに地中にたまる量がその土砂によって、その地形によって違っ

ていくと。水が抜けないと、逆に晴れたとしても時間的に短い時間で次にもう一度雨が降

ると、それが土砂災害になったりとか、そういう形のものがございます。ですから、土壌

雨量指数というのは、あくまでも土が水を含んだ飽和状態の部分がいつまで続くかとか、



そういうものを基準として警報を出させていただいているというふうな改正になってござ

います。ちょっと専門的で申しわけございませんが、そういう形の内容というふうに通知

が来ているということでご理解いただければというふうに思います。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） 最後の質問にしたいと思います。今説明のあった雨量のこの件に

ついても、私たち一人一人が理解していかなければならないと思いますし、専門用語です

ので、専門的な面もあって理解難しいかもしれませんけれども、私も今後いろいろと勉強

させていただきたいなと思います。 

 そこで、最後の質問ですけれども、壮瞥町の災害発生の状況を振り返るとき、従来は有

珠山の火山活動のみを考えていた嫌いもないわけではないと思いますけれども、100 年の

間に 1910 年の四十三山噴火以来４回の噴火を住民の皆さんは、英知と努力で乗り切って

きました。そして、今後起こるであろう異常気象による災害、これもやはり一人一人の町

民が英知を出し合って乗り切っていくことが必要なことは申すまでありませんけれども、

壮瞥町の状況を見るとき年々減少する人口、そして高齢化です。例えば私の自治会を例に

挙げると、独居高齢者が 10 名だとか、また高齢世帯が 21世帯だとか、30世帯以上、五十

五、六世帯のうち半分以上がそういう状況なのです。そういう中で、いざ災害が起きたと

きに町民の皆さんの努力でそれを乗り切っていかなければならないのですけれども、町長

はこれからのまちづくりで今策定しておりますこの地域防災計画を今後町政の中にどう生

かしていくか、その考えを聞いて質問を終わりたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） ただいまのご質問にご答弁申し上げます。 

 自然災害にはいろいろな災害がございますけれども、いかなる災害に対しても町民の皆

さんの命を守る、財産を守る、そしていかにこの被害を最小限に抑えるかということが我々

の責務であろうというふうに思っております。また、それに対しましても町民の皆さんの

協力なしではできないわけでありますので、自助でありますとか共助、公助、これらを組

み合わせて今後のまちづくりにも対応していきたいと。そして、安心、安全のまちづくり

に努めていきたい。そして、この災害の意識づけにつきましても、町民の皆さんに時に触

れて災害状況、災害対応についてを広報等で町民の皆さんにお知らせをしていければなと

いうふうに思っております。いかなるときにも町民の皆さんの命を守るということを最優

先として、私はこれからも安心、安全のまちづくりに努めていきたいというふうに思って

おります。 

〇議長（松本 勉君） 次に、５番、真鍋盛男君。 

〇５番（真鍋盛男君） 壮瞥町の未来をどのように考えているのか。 

 第５次行政改革実施計画の発表と町政執行方針を見て、多くの町民は壮瞥町の未来に不

安を持ったと思います。壮瞥町が持続発展していく中で、行財政改革は避けて通れないも

のであるが、次の２点について考えを伺いたい。 



 １つ、これまでの行政改革を踏まえて、今回の行政改革実施計画を策定したと思うが、

町が行う全ての事業の精査、検討が行われていないように感じるが、この点について伺い

たい。 

 ２つ目、壮瞥町を今後も自治体として維持していくために、計画に示された以上の経費

削減の努力が必要と考えるが、今後の財政運営の考え方について伺いたい。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） ５番、真鍋議員のご質問にご答弁申し上げます。 

 １点目のご質問についてですが、本町ではこれまで４次にわたる行政改革により財政の

健全化を図ってきましたが、人口減少や少子高齢化の進行、公共施設の老朽化、社会経済

情勢の変化や住民ニーズの多様化などにより行政需要は増大する一方、町税や地方交付税

などの主要な財源の確保については、先行きが不透明な状況にあります。そのため平成 30

年度から５カ年で取り組む第５次行政改革実施計画を策定する際には、課長職で組織する

行革推進本部員会議において全ての事業を対象に意見交換を行い、第５次行政改革実施計

画に反映しておりますし、行政評価委員会においては地方創生事業に関する事業の政策評

価を実施しております。また、新年度の予算編成の際には厳しい財政状況を十分考慮し、

財源確保に努めることはもちろんのこと、必要度や優先度、緊急度に応じた事業の精査、

取捨選択を行っていますが、近年は収支バランスが確保できず、基金からの繰り入れによ

り予算を編成し、決算においても財政調整基金からの繰り入れが必要となり、残高が減少

している状況であります。今後は、全ての事業について町が担うべき事業であるか、住民

生活に欠かせない事業であるか、経費負担のあり方は適正であるかなどの視点で、より一

層精査、検討を行っていきたいと考えております。 

 ２点目のご質問についてですが、議員ご指摘のとおり、壮瞥町が今後も健全な財政運営

を維持し、自立していくためには、第５次行政改革実施計画に示した以上の経費節減を継

続的に行っていく必要があると認識しております。しかし、行政改革の推進により壮瞥町

の活力がそがれてはならないとも考えており、第５次行政改革実施計画と並行して、第２

期定住促進・公共施設有効活用計画を推進することにより、壮瞥町全体の活性化に前向き

に取り組んでいきたいと考えております。 

 また、今後の財政運営につきましては、国の財政状況や人口減少などによる町税や地方

交付税などの減額、高齢化の進展による社会保障経費の増大、老朽化が進む公共施設の改

修費や維持管理費の増大も見込まれ、財政シミュレーションにおいては、第５次行政改革

実施計画を実施しても平成 28 年度末に 19 億 6,200 万円の基金残高が平成 34 年度末には

約 11 億円まで減少する見込みとなっており、本町にとって大変厳しい財政運営が続くも

のと考えております。今後もできる限り行政サービスの低下を招くことのないよう配慮し、

町民の皆さんが安心して豊かさを感じながら暮らせるよう歳入に見合った歳出構造への転

換による収支の均衡を図るため、全ての事業及び公共施設について廃止、統合、縮小など

抜本的な見直しを進めていきたいと考えておりますので、ご理解、ご協力を賜りますよう



お願いを申し上げ、答弁といたします。 

〇議長（松本 勉君） ５番、真鍋盛男君。 

〇５番（真鍋盛男君） 今回の第５次行政改革、議会のほうには議員全員協議会で１回の

説明があっただけで町内に周知されたということで、これはもっと議会のほうでも議論し

て、理解を深めてからの発表をされたほうがよかったのでないかとは思います。 

 あと、今回の第５次行政改革の中から漏れた事業が何点かあると思います。その上がっ

てこなかった理由を説明願いたい。 

〇議長（松本 勉君） 暫時休憩といたします。 

休憩 午前１１時４８分 

                                   

再開 午前１１時４８分 

〇議長（松本 勉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ５番、真鍋盛男君。 

〇５番（真鍋盛男君） 具体的に言うと、移送サービスだとか、それからお風呂のサービ

スだとかいろいろやっていると思うのですけれども、移送サービスなんか当初始まるとき

には、私はもっと慎重に料金等もいろいろと考えて設定したらいいのではないかと言った

ことを覚えているのですけれども、今後どんどん、どんどん行財政改革をやっていく中で、

そういう部分にも、利用料にも手をつけていかなければだめなときがくると思うのです。

それがなぜ外れたかという、そこをお伺いします。 

〇議長（松本 勉君） 暫時休憩といたします。 

休憩 午前１１時４９分 

                                   

再開 午前１１時５１分 

〇議長（松本 勉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 答弁、総務課参事。 

〇総務課参事（上名正樹君） ご答弁申し上げます。 

 漏れた事業ということでありましたけれども、町長の答弁にありました課長職での打ち

合わせ、議論の中では予算書に出ている全事業について取り上げて、意見交換を行ってお

りまして、漏れた事業につきましては、漏れた事業といいますか、出てこなかった事業に

対しましては、その議論の中で振り分けをして落としていったという解釈でございます。 

 以上です。 

〇議長（松本 勉君） 町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） 今回ご提案させていただいている事務事業は、公共施設の老朽化

した施設でありますとか、あるいは利用度の少ない施設、そして今までまだまだ検討して

いなかったものについて今回上げさせていただいているわけであります。真鍋議員がおっ

しゃる全ての事業をなぜ上げないのだというお話ですけれども、やはりこの本部会議で住



民の皆さんがどうしても必要なもの、これだけは廃止はできないし、削減もできない、そ

ういうことで、配付してありますものを見ていただければご理解いただけると思うのです

けれども、廃止する、あるいは縮減する、改正するものについては皆さん方にお示しをし

てありますので、これを今回の５次の改革で取り組んでいくということでありますので、

その点ご理解をいただければというふうに思っております。 

 コミュニティータクシーをなぜ廃止の、あるいは改正、縮小にしないのかということで

ありますけれども、これはやはりこれから町民の皆さん高齢化が進んでまいりますし、そ

して運転免許証も返上される方もいらっしゃるし、そういったことで町の中を自由に往来

していただきたい。あるいは、病院へかかる場合にも町として応援していくということで

移送サービスというものを実施をしているわけでありますので、その点理解をしていただ

かなければこれからのまちづくり大変だなというふうに考えております。 

〇議長（松本 勉君） ５番、真鍋盛男君。 

〇５番（真鍋盛男君） どうも質問の仕方がよろしくないのかわからないのですけれども、

いろんな事業をやっているのだけれども、廃止するとかという話ではないのです、私は。

移送サービスだとかゆーあいの家の入浴料だとかという、その入浴料の値上げだとか利用

料の値上げということを言っているのです。事業そのものの廃止とかなんとかという問題

ではないです。決してそう長くないうちにコミュニティータクシーなんかだとか、移送サ

ービスだとか利用者の当事者になる年齢が間もなくきますので、なくなられては私も不便

だなと思うときがくるので、それは事業は継続していってほしい。ただ、利用料金の値上

げをしていかなければだめなときがくるだろうという、それはどうなのですかと質問した

つもりなのですけれども。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） いろんな事業をこれから推移を見ながら検討をしていくのが当然

であります。ですから、今言われておりますコミュニティータクシー、あるいは高齢者の

入浴のサービス等についても、いつかは改定あるいは見直しが必要になってくるときもあ

るかもしれません。しかしながら、続く限りサービスは私は続けていきたいというふうに

思っております。 

〇議長（松本 勉君） ５番、真鍋盛男君。 

〇５番（真鍋盛男君） それでは、またちょっと違った角度からの質問です。30年度の予

算書を見させていただきますと、堆肥センターのことなのですけれども、堆肥センターの

予算書の中身見せていただきますと、29 年度の実績踏襲型という印象を受けました。それ

で、以前私も一般質問で言いましたけれども、こよなく町の持ち出しを減らす努力、それ

からあわよくば利益の出るような堆肥センター運営をしてくださいとお願いをしたつもり

なのですけれども、それが数字的に全然見えていない。これだけの危機感を持って第５次

の行財政改革をやって、これからもどんどん、どんどん一つの自治体として生き残ってい

くために進めていかなければいけないという思いの中で発表したものだと思うのですけれ



ども、何か抜けていないかなと思うのです。堆肥センター年間で 2,000 万以上、売り上げ

代金引いてもだけれども、約 2,000 万円弱ぐらいになるのかな、実質的には。もっともっ

と行政が運営している中でも利益を出せる部分というものがあるのが、残されているのが

堆肥センターであって、もっともっと努力をしてほしいなと思うのですけれども、これで

利益が出せない状態でどんどん、どんどんいって、昔は町長は 1,500 万ぐらいが妥当な線

かなと言っていたと思うのですけれども、それが平成 45 年だから 27年後ぐらいになると

町民の人口は 1,600 人になるだろうという推計も出ております。そういう中で、どんどん

交付税も落ちてくるだろうし、それから町の自主財源も人口減少に伴って減ってくるだろ

うし、そしたら堆肥センターなんてそんなの運営していけるような状況でなくなると思い

ます。町長は、農業は土づくりだということで堆肥センターに思いが強いだろうと思いま

すけれども、ずっと未来永劫この堆肥センター、それから壮瞥町を維持していくために、

もっともっと強い意思を持って営業改善をしていく必要があるのではないかと思いますが、

どう思いますか、町長。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） 真鍋議員のおっしゃることもわかります。堆肥センターにかかわ

って、2,000 万近くの経費を投入してまでやる必要ないのでないかというような趣旨かな

というふうにお聞きをしますけれども、以前の真鍋議員のご質問の中にこの堆肥センター

については今後も続けてくれという要望があったというふうに記憶をしております。この

議会の中でそのようなことがあったかなというふうに思ってございます。前回の堆肥セン

ターのご質問の際には、売り上げが伸びなければやめてしまいな、そういったご発言もあ

ったかなというふうに思っております。私は、平成 26年からこの堆肥センターについて議

会の皆さんのご理解、そして町民の皆さんの理解をいただきながら、改善をしてきたつも

りでございます。老朽化してきた機械等の廃止、そしてなるべく経費をかけないような仕

組みでの堆肥づくりにも努めてきたつもりでもございます。それは、真鍋議員いろんな形

で見ていただいて、ご承知かなというふうに思っております。今後この堆肥センターをい

つまで継続できるかは、今のところまだまだ未定でございますけれども、やはり財政状況

が厳しくなればいろんなものを見直していく、これは当然なことであろうというふうに思

っております。今回の平成 30年度の予算も売り上げも伸ばさせていただいて、私が申し上

げている経費 1,500 万前後になるように、歳入歳出差し引いてです、その方向で職員も、

またリサイクルシステムの職員も頑張っていただいているというふうに認識をしておりま

す。 

〇議長（松本 勉君） ただいまより昼食休憩といたします。再開は午後１時といたしま

す。 

休憩 午後 ０時０１分 

                                   

再開 午後 １時００分 



〇議長（松本 勉君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ５番、真鍋盛男君。 

〇５番（真鍋盛男君） 私は、堆肥センターに関してはやりなさい、やりなさいと言った

記憶はありません。始まった以上やめるなと、ちょっとは努力してみろと、経費節減と言

った記憶はありますけれども、それはそれでさておいて、ただ答弁の中にも平成 28年度か

ら 19 億六千数百万円の蓄えが平成 34 年度、６年後には 11 億円、今までの行政運営の仕

方をしていけば減ると、そういう試算でいますが、この調子でいくと６年で 11億円、８億

ちょっとなくなっているわけで、だからもう６年たったら３億円とかで、こんな状況の中

で予断を許されないと思います。少なくても先ほども言いましたように堆肥センター、唯

一の利益を出せる可能性のある事業です。今年度からでも予算以上の数字を出す努力を今

からでもしていただきたいと思います。 

 先ほども 27年後には人口 1,600 人、そういう規模になるという統計も出ております。そ

うなった場合、町の収入、そしてそれに合わせた財政運営というのはどのぐらいの規模に

なるかをお尋ねします。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課参事。 

〇総務課参事（上名正樹君） ご答弁申し上げます。 

 議員おっしゃるとおり、基金につきましては平成 34 年度には一応シミュレーション上

11 億程度になるということになっておりまして、こちらにつきましては近年歳入と歳出の

均衡がとれない状態で、基金を繰り入れなければ予算を編成できない状況が続いていると

いうことで、歳入につきましては地方交付税が大半を占めておりまして、そちらのほうに

つきましても国の財政状況等を見ましても伸びていく可能性は低いのかなと思っておりま

すし、人口減少もありますので、人口で積算されるものもありますので、交付税につきま

してはさらに減少していく可能性が高いのかなとも思っております。逆に歳出につきまし

ては、社会保障費が増加したりですとか老朽化した施設の維持修繕費もかかりますし、公

債費も横ばいとはいえども高い水準で推移しておりますので、なかなか厳しい状況が今後

も続いていくとは思いますけれども、基金をなくすわけにはいきませんので、その辺の構

造バランスを図っていかなければならないと思っているところでございます。 

 人口減少につきまして、収入ですけれども、今言いました交付税ももちろんですけれど

も、町税につきましても人口が減れば減っていく可能性は十分高いと思っておりまして、

その辺も何か対策を立てて自主財源の確保に努めていきたいと考えております。 

 それと、議員最初のご質問のときに行革について１回の説明だけだったということを言

われていたと思うのですけれども、行革につきましては去年、29 年の 12 月５日に最初に

全員協議会で両計画の概要説明をさせていただきまして、その後 12月 14 日に合同常任委

員会で協議をさせていただいております。それから、ことしの１月 26 日の全員協議会で経

過と今後の予定等についても説明させていただいておりまして、それから最後３月に両計

画の最終案を議会でご説明させていただいているところでございますので、ご理解をいた



だければと思います。 

 以上です。 

〇議長（松本 勉君） 町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） 先ほどの私の発言の中で、堆肥センターについて真鍋議員のほう

から堆肥センターを続けてほしいというような私は記憶がございまして申し上げました。

今後議事録を精査いたしまして、もし真鍋議員がそのような言葉を、ご意見、ご要望をし

ていなければ私のほうから先ほど申し上げた点については訂正をさせていただき、おわび

を申し上げたいというふうに思います。今後議事録を精査させていただきます。 

 また、議員もご心配のとおり、今壮瞥町の財政というのは非常に厳しい状況にございま

す。今担当のほうからご説明あったとおりでございます。第４次の行革の折も、平成 15 年

の折に基金が約 29億 9,000 万ほどございました。その後この役場庁舎の建設、あるいは保

育所の建設、暁線の整備等々で有利な財源を確保しながらにおいても基金を使わざるを得

なくて、私が町長に就任させていただいたときには約 21 億の基金がございました。その

後、私もあと残すところ任期１年切りました。10カ月でございます。その間、経費節減に

向けて取り組んできたつもりでございます。その間、真鍋議員先ほどおっしゃったように、

私が 23 年に引き継いだ以降約１億 5,000 万ほどの減額になっているかなというふうに思

っております。基金の減少です。また、29年度においては、もう少し基金が減るだろうと

いうふうな見通しでございます。今後の決算審査においてご確認をいただければというふ

うに思っております。また、基金の減少とともに、借金の返済も私が就任した当時、そし

てこの８年間の間に約 10 億の借金を返済をしてきているということで、極力基金を減ら

さないための努力はしてきておりますし、また借金の返済にも努力をしてきているつもり

でございますので、ご理解をいただければというふうに思っております。今後の５年間に

おいてもこの基金をできるだけ減らさないように、今後の後世の皆さん方に残していくよ

う努力をしていきたいというふうに思っておりますので、今回の第５次の推進に向けては、

議員の皆さん、そして町民の皆さんのご理解賜りますようお願いを申し上げたいというふ

うに思っております。 

〇議長（松本 勉君） 副町長。 

〇副町長（杉村治男君） 最後のご質問の中で、将来にわたっての財政規模が適正な額が

どれぐらいだというようなご質問であったかというふうに思っております。現状平成 30 年

度の予算規模が一般会計で約 30 億ちょっと超えていますけれども、その規模できており

ます。今後の将来にわたって人口規模が減っていった中で、適当な額というのがこれだけ

ですというのがお示しできればいいのですが、それはない状況であります。それは、全国

各地の市町村で、特に町村で人口の少ない規模のまち千差万別ありますが、地域経済の状

況がそれぞればらばらで、多いところはうちの町の人口より少ない町でも 40 億とかとい

うところもありますし、逆に 20 億台のところもありますし、ばらばらですので、そこは人

口が何人になったから適正な規模は幾らだというものは、現状ではお示しすることはでき



ないということでご理解いただければというふうに思います。 

 ただ、今三十数億の予算規模でやっていますが、それが半分になるかというと、そこは

なかなか厳しいものがあるかなと。というのは、壮瞥町の町見たときに住んでいる集落と

いいますか、それが点在している状況の中で、道路の維持経費ですとかいろいろお金がか

かるということも想定すると、今の規模から人口半分になったから半分の規模でというの

はなかなか難しいかなということだけは考えれるかなということであります。経費の節減

は、いつの時代でも取り組まなければならないというふうに思っていますから、そういっ

た観点でこれからも経費節減に向けて、いろんな知恵を出しながら取り組んでいきたいと

いうふうに思っていますので、ご理解いただければと思います。 

〇議長（松本 勉君） ５番、真鍋盛男君。 

〇５番（真鍋盛男君） 当然経費節減して、壮瞥町を維持していくという考えということ

を理解するのでございますけれども、基金に手をつけないで済むぐらいの緊縮財政をして

いかないと、運営は続いていかないという理解でおります。それが本当に可能なのかどう

かというのは、とても不安に思います。北海道の町村の中でも人口規模が 1,600 程度の町

村で大体一般会計の財政規模でいくと、それぞれ差はあるのです、副町長が答弁の中で言

ったとおり。でも、30 億は切っていかないと壮瞥町運営していくのは難しいのかなと、続

けていくのはというふうに考えております。1,000 人程度人口が減るということは、以前

の勉強会の中で交付税も１人当たり平均すると 20 万程度かなという説明を受けておりま

すので、結構な金額になります。そういう中でもやっぱり相当な覚悟を持って、すぐ今か

らでも対処して、経費の節減に向けて対応していかないと、もう手おくれになるというこ

とを自覚していただきたい。そういうことを言って終わりたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） 真鍋議員のご指摘のとおり、どこのご家庭でも貯金というのは大

事でございます。町もそうだというふうに思います。なおかつなるたけ起債をしない、そ

ういったことで行政を進めていかなければならぬかなというふうには思ってございますけ

れども、しかしながら将来に向けてもどうしてもやっていかなければならないこともござ

います。それは、やはり続けていかなければならない。それを続けていくためにも節約す

るものは節約し、また公共施設、先ほどから申し上げているような第５次の行政改革実施

計画の中身についてもこれはしっかりと進めさせていただかなければ、真鍋議員のおっし

ゃるように将来に向けての壮瞥町の明るい未来はなくなるということは私も実感をしてご

ざいますので、肝に銘じてこの改革に取り組み、将来に向けても町民の皆さんが明るく活

力を持って、この町でいつまでも住んでいけるように努めていきたいというふうに思って

おりますので、ご理解のほどよろしくお願いをいたします。 

〇議長（松本 勉君） これにて一般質問を終結いたします。 

                                   

    ◎議案第３５号ないし議案第３７号、報告第１号ないし報告第３号及び 



     諮問第１号 

〇議長（松本 勉君） 日程第７、議案第 35 号ないし議案第 37号、報告第１号ないし報

告第３号及び諮問第１号を議題といたします。 

 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） それでは、平成 30 年第２回定例会提案理由の説明を申し上げま

す。 

 定例会に提出いたします議件は、議案第 35 号から議案第 37 号までの３件、報告第１号

から第３号までの３件、諮問１件の計７件であります。この提出議案のうち、人事案件に

ついてご説明を申し上げます。 

 議案第 35 号 固定資産評価審査委員会委員の選任について。 

 現委員の石川豊治郎氏の任期が平成30年６月25日となっております。その後任として、

引き続き同氏を委員として選任いたしたく、地方税法第 423 条第３項の規定により、議会

の同意を求めるものであります。 

 石川氏は、長年にわたり当町農業委員や農業団体の役員を務め、農地など地域事情にも

詳しく、固定資産に対する知識も豊富なことから、当町固定資産評価審査委員会委員とし

て適任であると存じますので、ご同意を賜りますようお願いを申し上げまして、提案説明

といたします。 

 なお、同氏の履歴書につきましては、別途配付しておりますので、後ほどご照覧いただ

きたいと思います。 

 以上、提案説明といたします。 

〇議長（松本 勉君） 副町長。 

〇副町長（杉村治男君） 引き続き議案の説明をいたします。 

 議案第 36 号 専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第 179 条第１項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 専決処分書。 

 地方自治法第 179 条第１項の規定により、議会の議決すべき事件について特に緊急を要

するため議会を招集する時間的余裕がないので、次のとおり専決処分する。 

 平成 30年度壮瞥町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額 38 億 6,242 万円に歳入歳出それぞれ 45 万 4,000 円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38億 6,287 万 4,000 円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 専決処分は、平成 30年５月 29 日となります。 

 事項別明細書、歳出から説明をいたします。７ページです。衛生費、保健衛生費、温泉



管理費で 45 万 4,000 円の追加となります。地熱エネルギー維持管理経費のうち、蟠渓地区

の温泉供給について計量法の規定に基づき８年ごとに交換をしているメーター器のうち、

大口径の１台について毎月の検針業務の中で故障が判明したことにより、緊急対応するた

めの経費計上となります。 

 歳入では、繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金で 45 万 4,000 円の追加となりま

す。 

 第１表の歳入歳出予算補正につきましては、説明した内容の再掲ですので、説明は省略

をいたします。 

 議案第 37 号 平成 30年度壮瞥町一般会計補正予算（第３号）について。 

 平成 30年度壮瞥町一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額 38億 6,287 万 4,000 円に歳入歳出それぞれ 2,755 万

5,000 円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 38 億 9,042 万 9,000 円とす

る。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第２条、地方債の変更及び廃止は、「第２表 地方債補正」による。 

 事項別明細書、歳出から説明をいたします。15ページとなります。総務費、総務管理費、

防災諸費では財源区分の変更で、ふるさと応援基金に積み立てている平成 29 年度のふる

さと応援寄附金の充当整理となります。 

 財産管理費では財源区分の変更で、ふるさと応援寄附金の充当整理となります。 

 戸籍住民基本台帳費では 10 万 2,000 円の追加となります。マイナンバーカードに関す

る地方公共団体情報システム機構へ支払う事務費委託料の計上となりますが、交付金の通

知による整理となります。 

 民生費、児童福祉費、児童措置費では財源区分の変更で、ふるさと応援寄附金の充当整

理となります。 

 16 ページです。農林水産業費、農業費、農業振興費で 37 万円の追加となります。一般

農政事業では、民間事業者から気象観測システムに関する機器一式の無償提供の申し出が

あり、情報館屋上へ設置に対応するための電源工事とデータ通信の光回線工事に要する経

費及び通信に要する経費計上となります。この機器設置により風向、風速、温度、湿度、

日射、雨量などの計測が実施され、ウエブ上のリアルタイムで配信できることから、防災

や農業関係者に利用、活用されることが期待できるものとなります。新規就農支援対策事

業では、第１回定例会予算審査の際の指摘や農政部門からの事業継続への要請を受け、札

幌方面への参加経費を計上するものであります。経営所得安定対策直接支払推進事業と環

境保全型農業直接支援対策事業については、それぞれ事務費配分による予算計上となりま

す。財源区分では、新規就農者及び就農後継者就農支援事業についてこれまで過疎債ソフ

ト事業としておりましたが、このたび適合しないという判断をされたことによる減額と堆



肥センター運営事業についてふるさと応援寄附金の充当整理となります。 

 農地費で４万円の追加となります。多面的機能支払事業について事務的経費の配分によ

る予算の整理となります。 

 商工費、商工業振興費では財源区分の変更で、ふるさと応援寄附金の充当整理となりま

す。 

 観光費で 70万円の追加となります。観光施設維持管理事業のうち、オロフレスキー場施

設への漏電防止のための開閉器が老朽化による作動不良のため、電気保安協会から交換の

指摘がなされていることに対応する経費計上となります。財源区分では、ふるさと応援寄

附金の充当整理となります。 

 17 ページ、土木費、道路橋梁費、道路新設改良費で 220 万円の追加となります。町道中

島１号線道路改良事業の実施に当たり、下水管路の状況確認を実施するための経費計上と

なります。 

 河川費、河川総務費で 100 万円の追加となります。河川維持経費となりますが、幸内川

に昨年度完成をした取水施設の上流の左岸部において法面崩落が確認されたことにより、

川の閉塞の危険を回避するため法面上部での素掘り側溝等の水切り作業等に係る経費計上

となります。 

 教育費、高等学校費、地域農業科実習費では財源区分の変更で、ふるさと応援寄附金の

充当整理となります。 

 災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、農林水産災害復旧費で 2,314 万 3,000 円の追加

となります。立香地区頭首工の災害復旧工事に係る全体工事費が１億 508 万 6,000 円で示

され、うち平成 29 年度事業費が 8,194 万 3,000 円に決定され、全額を繰り越しておりま

したが、全体工事費との差額をこのたび追加計上するものであります。財源区分では、国

庫補助金が 99.9％で、残り 0.1％の８割を地元の組合負担としてございます。 

 次に、14ページの歳入になります。分担金及び負担金、分担金、災害復旧費分担金で１

万 9,000 円の追加となります。立香地区頭首工災害復旧に係る地元組合負担となります。 

 国庫支出費、国庫補助金、総務費補助金で 10 万 2,000 円の追加となります。マイナンバ

ーカードに係る補助金となります。 

 災害復旧費補助金で 2,311 万 9,000 円の追加となります。 

 道支出金、道補助金、農林水産業費補助金で 31万円の追加となります。経営所得安定対

策直接支払推進事業、環境保全型農業直接支援対策事業、多面的機能支払事業について、

いずれも補助金割り当て通知に伴う整理となります。 

 繰入金、基金繰入金、国際交流基金繰入金で 39万 9,000 円の減額となり、ふるさと応援

寄附金の充当による整理となります。 

 財政調整基金繰入金で 2,353 万 2,000 円の減額となり、一般財源の調整となります。 

 ふるさと応援基金繰入金で 3,023 万 6,000 円の追加となります。全額を各種事業に充当

するものとなりますが、内訳は防災諸費に 100 万円、公共施設管理に 300 万円、保育子育



て環境整備に 1,200 万円、堆肥センター運営に 300 万円、商工振興特産品開発に 100 万円、

観光施設維持に 800 万円、昭和新山国際雪合戦に 25 万 4,000 円、地域農業科実習運営に

158 万 3,000 円、中学生フィンランド派遣に 39万 9,000 円となっております。 

 町債、農林水産業債で 200 万円の減額、商工債で 30万円の減額となります。 

 第１表の歳入歳出予算補正につきましては、ただいま説明した内容の再掲ですので、説

明は省略をいたします。 

 11 ページの第２表、地方債補正では、変更で昭和新山国際雪合戦事業、限度額 720 万円

を限度額 690 万円にするものであります。 

 また、廃止で新規就農者及び就農後継者就農支援事業、限度額 200 万円となります。 

 次に、報告第１号 平成 29年度壮瞥町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について。 

 地方自治法施行令第 146 条第２項の規定により次のとおり報告する。 

 総務費、総務管理費、北海道総合行政情報ネットワーク設備増設事業、翌年度繰越額 316

万 1,160 円、企画費、西いぶり広域連合負担金、電算関係ですが、翌年度繰越額 41万 7,000

円、災害復旧費、農林水産施設災害復旧費、立香地区頭首工災害復旧事業、翌年度繰越額

8,194 万 3,000 円、以上３件につきましては年度内には事業執行することが時間的にでき

ないことから、それぞれ繰越額の範囲内で平成 30 年度に使用する歳出予算経費として繰

り越しをしたものであります。 

 報告第２号 平成 29年度壮瞥町一般会計事故繰越し繰越計算書の報告について。 

 地方自治法施行令第 150 条第３項の規定により次のとおり報告する。 

 総務費、企画費、阿波国バス停設置事業、翌年度繰越額 359 万 6,400 円、国道 453 号の

改良工事に関連するため改良工事を優先し、工程調整を行ってきましたが、国道交通規制

解除の関係から本工事について新たな交通規制が必要となり、許可に時間を要するため、

年度内完成が見込めないためやむを得ない事情と判断し、事故繰り越しとするものであり

ます。 

 土木費、道路橋梁費、町道パンケ川右岸線道路補修事業、翌年度繰越額 456 万円、河川

内作業のため冬期間の渇水期を含めた工期としておりましたが、大雪と３月上旬の暴風雪

により現場内の立ち入りが困難となり、また地形状況の確認ができないことから年度内完

成が見込めないため、やむを得ない事情と判断し、事故繰り越しとするものであります。 

 20 ページです。土木費、道路橋梁費、山手２号橋補修事業、翌年度繰越額 1,836 万円、

砂防指定地流路溝に係る橋梁補修のため非出水期の工期としておりましたが、３月上旬の

暴風雪により舗装掘削工ができず、工程がずれ込んだことにより年度内完成が見込めない

ため、やむを得ない事情と判断し、事故繰り越しとするものであります。 

 報告第３号 平成 29 年度壮瞥町集落排水事業特別会計事故繰越し繰越計算書の報告に

ついて。 

 地方自治法施行令第 150 条第３項の規定により次のとおり報告する。 

 集落排水事業費、集落排水施設費、仲洞爺地区農業集落排水中継ポンプ設備事業、翌年



度繰越額 842 万 4,000 円、国立公園内及び保安林内の作業となりますが、関係機関の許可

に時間を要し、また例年より低温が続いたことにより、現場の掘削作業で保安林内の樹木

に影響が懸念されることから年度内完成が見込めないため、やむを得ない事情と判断し、

事故繰り越しとするものであります。 

 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて。 

 下記の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の

規定により、議会の意見を求める。 

 住所は壮瞥町字久保内 95 番地、氏名は藤川尚子氏です。昭和 42 年２月 25 日生まれと

なっております。 

 現委員である藤川氏の任期が平成 30年９月 30日をもって任期満了となるため、引き続

き同氏を推薦いたしたく、議会の意見を求めるものであります。 

 なお、藤川氏の履歴書につきましては、別に添付しておりますので、後ほどごらんいた

だきたいと思います。 

 以上が今定例会に提出いたします議案の内容であります。よろしくご審議くださいます

ようお願いいたします。 

 以上で説明を終わります。 

〇議長（松本 勉君） これにて提案理由及び内容についての説明を終結いたします。 

                                   

    ◎散会の宣告 

〇議長（松本 勉君） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 

 ６月 15日の議事日程は、当日通知いたします。 

 本日はこれにて散会いたします。 

（午後 １時３７分）  
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                平成３０年壮瞥町議会第２回定例会会議録 

 

〇議事日程（第２号） 

 平成３０年６月１５日（金曜日） 午前１０時００分開議 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名                    

 日程第 ２ 議案第３５号 固定資産評価審査委員会委員の選任について   

 日程第 ３ 議案第３６号 専決処分の承認を求めることについて      

 日程第 ４ 議案第３７号 平成３０年度壮瞥町一般会計補正予算（第３号） 

              について                   

 日程第 ５ 報告第 １号 平成２９年度壮瞥町一般会計繰越明許費繰越計算 

              書の報告について               

 日程第 ６ 報告第 ２号 平成２９年度壮瞥町一般会計事故繰越し繰越計算 

              書の報告について               

 日程第 ７ 報告第 ３号 平成２９年度壮瞥町集落排水事業特別会計事故繰 

              越し繰越計算書の報告について         

 日程第 ８ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めるこ 

              とについて                  

 日程第 ９ 議案第３８号及び議案第３９号について            

 日程第１０ 議員の派遣について                     

 日程第１１ 各委員会の所管事務調査について              



 

〇出席議員（８名） 

  １番 佐 藤   忞 君    ２番 菊 地 敏 法 君 

  ３番 毛 利   爾 君    ４番 森   太 郎 君 

  ５番 真 鍋 盛 男 君    ６番 加 藤 正 志 君 

  ８番 長 内 伸 一 君    ９番 松 本   勉 君 

 

〇欠席議員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した人 

     町     長   佐 藤 秀 敏 君 

     副  町  長   杉 村 治 男 君 

     教  育  長   田 鍋 敏 也 君 

     会計管理者             

               小 松 正 明 君 

     税務会計課長             

     総務課長（兼）   作 田 宏 明 君 

     総務課参事   上 名 正 樹 君 

     住民福祉課長   庵     匡 君 

     住民福祉課参事   阿 部 正 一 君 

     経済建設課長   工 藤 正 彦 君 

     経済建設課             

               齊 藤 英 俊 君 

     参事（兼）             

     生涯学習課長   齋 藤 誠 士 君 

     選管書記長(兼)   作 田 宏 明 君 

     農委事務局長(兼)   齊 藤 英 俊 君 

     監委事務局長(兼)   小 林 一 也 君 

 

〇職務のため出席した事務局職員 

     事務局長（兼）   小 林 一 也 君



 

                                   

    ◎開議の宣告 

〇議長（松本 勉君） これより本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                   

    ◎議事日程の報告 

〇議長（松本 勉君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

                                   

    ◎会議録署名議員の指名 

〇議長（松本 勉君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 116 条の規定により、議長において 

  ４番 森 太郎君  ５番 真鍋盛男君 

を指名いたします。 

                                   

    ◎議案第３５号 

〇議長（松本 勉君） 日程第２、議案第 35 号 固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてを議題といたします。 

 質疑を受けます。 

 １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） 理解を深めるために質問したいと思います。 

 この審査委員会制度の内容等については理解しておりますし、また条例によって委員の

人数だとか任期、これについても理解しているのですけれども、壮瞥町ではこの条例に基

づいて委員を委嘱しておりますけれども、この審議会に対して、委員会に対して町民、ま

たは納税者からの不服の申し立てが今まであったのかどうか。その委員会の現状について

承知していれば伺いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、税務会計課長。 

〇税務会計課長（小松正明君） ご答弁申し上げます。 

 固定資産評価審査委員会というのは、ご承知のとおり、固定資産税課税台帳に登録され

た評価額に対して納税者からの不服がある場合、その申し出に対して不服の審査、決定を

する機関ということでございますが、固定資産評価審査委員会というのは、審査を行った

というのはかれこれ十何年も、いつ行ったかというのは僕わかりませんが、10年以上は行

った形跡がありません。 

 以上でございます。 

〇議長（松本 勉君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 



〇議長（松本 勉君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第 35 号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 35 号 固定資産評価審査委員会委員の選任については原案のとおり同

意することに決定いたしました。 

                                   

    ◎議案第３６号 

〇議長（松本 勉君） 日程第３、議案第 36 号 専決処分の承認を求めることについてを

議題といたします。 

 質疑を受けます。全体について。ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより議案第 36 号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 36 号 専決処分の承認を求めることについては原案のとおり承認する

ことに決定いたしました。 

                                   

    ◎議案第３７号 

〇議長（松本 勉君） 日程第４、議案第 37号 平成 30年度壮瞥町一般会計補正予算（第

３号）についてを議題といたします。 

 質疑を受けます。最初に、事項別明細書、歳出についてページごとに受けます。歳出、

一般２ページ。 

 ４番、森太郎君。 

〇４番（森 太郎君） 一般２ページ、私は戸籍住民基本台帳費の負担金補助及び交付金

についてお伺いしたいと思います。 

 これは、マイナンバーカードの発行に関する経費という、マイナンバーカード発行手数

料ということだと思いますけれども、マイナンバーカードの実績と、それとこれまで発生

しているであろう問題点についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、住民福祉課長。 

〇住民福祉課長（庵  匡君） ご答弁申し上げます。 



 マイナンバーカードの実績でございますが、４月末現在になりますが、当町では発行数

は 359 枚でございます。大体住民の 15％ぐらいということになります。 

 このマイナンバーカードについて問題ということでございますが、２つほど説明をいた

しますと、先般新聞報道もされたのですが、実はマイナンバーカード申請はそれぞれご本

人がされるのですが、受け取りに来られないケースが全国の自治体であって、当町におい

ても４月末段階で５枚、５件の方がとりに来られておりません。国のほうからは、３カ月

を過ぎれば廃棄をして結構ですよというふうに通知は来ていますが、その取り扱いについ

ては統一的なところがなくて、各自治体でどうしようかということを考えているというと

ころでございます。ただ、当町においては、枚数が少ないということもございますし、そ

もそも必要性があって申請をされたというふうに理解をしていますので、３カ月を過ぎて

もとりに来られるまで当面は保管をしておこうというふうに考えております。実際この５

人の方については、当町においては状況把握できていまして、申請はしたのだけれども、

その後入院されたとか、あるいは学生の方で今の居住地のほうに移られたとかという方で、

時期が来ればとりに来るというふうにおっしゃっているので、その辺当町においては問題

ではないのですけれども、全国的には問題になっているということが１つ。 

 それから、もう一つ、根本的な問題ですが、マイナンバーカードの発行数が現段階で 15％

ということで決して高くはないというふうに考えます。これは、全国のレベルからすると

まだ当町は高いほうなのですけれども、全国的に普及が進んでいないというところが問題

だと思います。町独自で普及をする方法として、コンビニで例えばマイナンバーカードを

使って証明書を発行するだとか、そういうサービスを入れることはできなくはないのです

けれども、それをやった場合に当町の規模でも 1,000 万単位の投資がかかります。費用対

効果を考えて、当町としては今のところは見送っているということであったり、根本的な

話をすれば、全国統一のカードですから、本来は全国的な動きとしてもうちょっとカード

を使ったサービス、こういうサービスが受けれますというものがふえていけば、おのずと

カード発行数はふえていくのだろうというふうに考えています。国においては、今マイナ

ンバーカードを保険証にするだとか、保険証の機能をかぶせるだとか医療情報を載せると

か、あるいは民間の金融機関のクレジットカードだったり、そういうものと連携をすると

いうことを研究、検討はされているというふうに聞いています。ですから、もうしばらく

は国の動きを注視して、その動きを見ながら本町のほうでも普及、マイナンバーの発行増

を目指して取り組んでいきたいなというふうに考えています。 

 以上でございます。 

〇議長（松本 勉君） ほかに２ページございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 次に、一般３ページ。 

 １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） ３ページの農業振興費について伺いたいと思います。 



 今回工事請負費で補正組んでおりまして、それは気象観測器具を設置して、そして農業

や防災に活用を期待するというようなこと書いてありますけれども、説明がありましたけ

れども、リアルタイムに配信されるこの記録は、一般家庭でもこれは活用できるシステム

かどうか。私機械に疎いものですから、その方式、これについて承知していれば伺いたい

と思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、経済建設課参事。 

〇経済建設課参事（齊藤英俊君） ご答弁いたします。 

 今回予定しておりますこの気象データの配信システムですが、こちらのほうは一般的に

インターネットに接続した環境で運用するものとなっておりまして、一般家庭のパソコン、

それからスマートフォンなどからもＵＲＬを打ち込めばリアルタイムの気象情報が見られ

るというシステムになっております。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） そのページの３ページの一番下の観光費について、直接この補正

の金額に絡むことでないのですけれども、関連として発言したいのですけれども、よろし

いでしょうか。 

〇議長（松本 勉君） どうぞ。 

〇１番（佐藤 忞君） 今議長のお許しをいただきましたので、この観光費について質問

したいと思います。 

 平成 30年第１回定例会の折に開催された予算審査特別委員会で平成 30年度の観光費の

予算を審議した中で、観光協会補助金で職員に係る人件費について多くの意見が出された

と私は記憶しております。平成 30 年度の特定非営利活動法人そうべつ観光協会事業補助

金が前年度比で 230 万 1,000 円増の 1,677 万 6,000 円が計上されており、大幅な増になっ

た要因として、今まで職員２名の月額給与が低いので、給与体系の見直しを図るために人

件費増として 230 万 1,000 円が増額になったという説明がありました。これについて各委

員から多くの意見が出されたと思いますけれども、そのとき私の記憶では観光協会の総会

がまだ開催されていないので、このことについては再度協議しますというような答弁でな

かったかと思いますけれども、その後どのような形で協議が進められたか伺いたいと思い

ます。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、副町長。 

〇副町長（杉村治男君） 予算審査の際にさまざまご意見をいただいておりましたので、

その後観光協会の総会に向けて協議をさせていただきました。予算的には町の予算を計上

させていただいているという状況の中で、観光協会としては人件費等についてある程度一

定程度の削減に向けて対応していただけるということで聞いておりますので、その圧縮幅

というのはまだ正確には聞いておりませんが、一定程度の削減には協力をするということ

で伺っております。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 



〇１番（佐藤 忞君） 観光協会の総会いつ開かれたか私は承知しておりませんけれども、

やはりここで考えなければならないのは、予算審査特別委員会の中であれだけ各委員から

意見が出て、そして観光協会と協議しますよという答弁があったと私は記憶して先ほど申

し上げたのですけれども、協議した。そして、ある一定程度の協力はしたいということの

ようですけれども、私はその結果を何らかの形で質問される前に議会に対して報告すべき

でないかなという気がするのです。そのことについてどのようにお考えになりますか。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、副町長。 

〇副町長（杉村治男君） たしか総会が５月下旬ぐらいだったかなというふうに記憶して

いますが、正確にはちょっと覚えておりませんが、それに向けて協議をさせていただいて

いたのは先ほど答弁したとおりであります。そういった過程の中で議会に報告はというこ

とで今ご質問いただいておりますが、詳しく内容まで正直把握し切れていませんので、圧

縮幅等についてはこれから確認をした上で適当な時期にまた改めて報告をさせていただけ

ればというふうに思っております。 

〇議長（松本 勉君） ほかに３ページございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 次に、一般４ページ。 

 ４番、森太郎君。 

〇４番（森 太郎君） 土木費の道路新設改良費についてですけれども、提案理由の説明

の中で下水管路の状況確認ということでこの調査を行うということの説明があったのです

けれども、支障物件等になるのであれば本来は作業当初になるとは思うのですが、この内

容についてお伺いしたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、経済建設課長。 

〇経済建設課長（工藤正彦君） ご答弁申し上げます。 

 支障物件ということではなくて、本路線整備するに当たりまして、全体的に路面が沈下

していたり、波打っている箇所が多い道路でもあるのですが、道路の中心付近の地下に下

水道の管が大体深さ 2.5 から 3.5 メーターぐらいのところに、平成６年当時だと思うので

すけれども、布設した管が入ってございまして、道路整備をする前にその管の状況を確認

したいというのが今回の委託でございます。例えば道路整備後にその管についての不備が

例えば見つかったときに、きれいに道路を整備した後に全部掘り返すようなことになるの

を防ぐために事前に調査したいということで、事前にという話もございましたが、本来で

あればもう少し早く、補正で対応することでもないのかなというふうには認識はしている

のですけれども、今回事業の精査をしていく中で道路もそういう状況であり、事前に調査

をしたいということで、今回補正して上げさせてもらっているところでございます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） この補正に関連して幾つか質疑を交わしたいなと思うのですけれ

ども、平成 29 年に当初予算で計上した道路新設改良工事費が全額とは言いませんけれど



も、大幅に減額しました。これは、５月９日だったと思いますけれども、第３回の臨時会

で減額しているのです。 

 そこで、お聞きしたいのは、この工事始める前にたしか財源の裏づけにより工事の進捗、

進みぐあいは変わるとの説明があったと思いますけれども、29 年度予定していた工事がほ

とんどされていないのでないかと思うのです、減額して。そして、今年度また１億幾らで

したか、予算計上してやるのですけれども、今年度この工事が完成した場合、予定してい

た何％くらい、何割くらいの工事が終わったことになるのか、これまず最初に伺いたいと

思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、経済建設課長。 

〇経済建設課長（工藤正彦君） 質問の内容は、30年度の工事が終わったときに全体の何％

ぐらい終わるかということだったのかなと思うのですが、30 年度の予算については、この

路線 1.2 キロあるのですけれども、29 年度まで終わっている用地補償以外の部分の事業費

を計上してございます。国からの交付金が 30 年度は、申請していた分に対して４割程度で

交付が今決まっておりまして、ただ工事をするに当たって用地補償を先行してできるだけ

行っていきたいというふうには考えておりまして、その用地の取得状況によりまして工事

の実績というのは変わってくると思いますので、そこによって工事自体の率については前

後するかとは思うのですが、今予定しているのは、３割程度の区間については工事はでき

るのかなというふうには考えているところでございます。 

〇議長（松本 勉君） １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） 今用地交渉のお話ありましたけれども、29年度の当初予算では土

地購入費として 840 万たしか計上していたと思うのです。そして、さきに開かれた臨時会

で減額した金額、661 万 6,000 円を減額しております。そうすると、用地購入費の３割程

度しか使用していないのでないかと思うのですけれども、今後この用地交渉を進めるため

に、予算化していたけれども、購入ができなかった要因はどこにあったのでしょう。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、経済建設課長。 

〇経済建設課長（工藤正彦君） 用地交渉が進んでいない要因ということでございますが、

29年度も要望していた交付金については３割程度の交付金でありました。昨年29年度も、

今言ったとおり、できるだけ用地の取得をして、先行しながら工事を進めていこうという

方針で進めておりまして、29 年度の予定工事区間については一応用地補償は全て終わって

はいたのですけれども、それよりも先の部分で交渉を進めておりましたが、相手がありな

がらの交渉でございますので、時間を要しているというところがございますので、そうい

うところで全体として予算を見ながら、ついた交付金に基づいて事業を進めておりますの

で、予定どおりいかなかった部分はもちろんあるのですけれども、工期の中でやっている

ということでご理解いただければというふうに思っております。 

〇議長（松本 勉君） ５番、真鍋盛男君。 

〇５番（真鍋盛男君） 河川総務費で河川維持経費、幸内川左岸の法面の崩落による工事



なのですけれども、既に崩れている法面、それからその上部のほうのところで工事をする

ということなのですけれども、これは全て河川敷の中でおさまるのか。あと、その崩れて

いる法面は、上からの水が流れてくるのを抑えるだけで安定した状態を保てるのかという

のをお聞きします。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、経済建設課長。 

〇経済建設課長（工藤正彦君） ご答弁申し上げます。 

 この場所の現状、状況につきまして説明させていただきたいと思いますが、農地、今は

未耕作の農地でございますけれども、そこからの水によりましてその民地の法の部分と、

あとその下の普通河川の敷地内の法面が崩落している箇所がございます。民地内の排水の

処理につきましては、所有者の方にその水処理は、民地からの水の影響によって崩落が進

んでいるというふうに思っておりまして、民地の部分につきましては所有者に水処理をし

ていただいております。もう一カ所、河川に影響を及ぼす可能性の高いところで河川敷地

に係る部分につきましては、町のほうで河川保護するための排水の処理をしたいというふ

うに思っておりまして、現状今崩れているところにつきましては、現地を見る限りは上か

らの水処理をきちんとすれば、一定程度落ちつくのかなというふうには思っております。

ただ、今後雨ですとか、状況によってはどういうふうになるかわからないので、対岸の道

路から斜面を監視できるような形で支障木等は処理をしながら、今後監視をしていきたい

というふうに考えております。法面自体には特に今は手をつける予定はございません。 

〇議長（松本 勉君） ８番、長内伸一君。 

〇８番（長内伸一君） 私も今同僚議員の質問した件について質問したいと思いますが、

あの場所から下から先般通水式というのですか、ありまして、幸内地域の農業用水等が利

用されているというふうに認識しておりますが、私もあそこ通ったときに春先非常に気に

なって写真を何枚か撮っておりましたが、その部分に向けて今説明もありましたとおり工

事をするということなのですが、あの状況を見ると最近なったのか、それともそういう傾

向が以前からあったのかなという感じがするのですが、その工事に当たって川といいます

か、そういう部分から取水する上において影響があるという判断がなされなかったのか。

例えばあれを回避する方法で工事等も進めることは、可能だったのではないのかという感

じがするのですが、今後安定的に農業用水を確保していく中でちょっと不安的な要素の一

つかなと思っております。 

 それで、今の工事が法面においての工事はやらないということなのですが、やるとすれ

ば今盛んに水を使う時期なものですから、そういう面では取水に影響があるのかなとちょ

っと懸念をしていますが、その点についての考えをもう一度お聞かせいただきたいと思い

ます。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、経済建設課長。 

〇経済建設課長（工藤正彦君） ご答弁申し上げます。 

 下流側に取水施設があるということはありまして、町としても一番懸念しているのはそ



こに影響してしまう。上の畑はもう使っていないので、今後も何か使う予定がないという

話は聞いておりまして、上の畑を守るというよりは崩れた影響で下流側の取水施設に影響

が出るのが一番怖いかなというふうには思っているところでございます。現場のほうも見

て、斜面ももちろんなのですが、幸内川の河床といいますか、その崩れている前後も含め

て確認はしたのですが、例えば木が倒れて自然のダムのような形になっているような場所

もあるのです。最初そういう倒木している木を撤去することも考えたのですが、もし崩れ

たときには逆にその木によってダムの効果が発揮される場合もあるのかなと思いまして、

それはそのままに今しています。それでも下に影響する可能性もありますが、距離がある

程度あるということと、崩れてもし土砂が到達したときには早急に取ることを今考えてお

りまして、法面をとめるということ自体は、振興局の林務のほうですとか農地サイドにも

見てもらって協議はさせてもらっていたのですが、今手をつけて、それによってまた悪影

響が出るよりは、町の今の方針としては現状で監視をしながら、崩れたときにはもし影響

が出れば、下の取水のほうに土砂が流れるようなことがあれば、それは早急に取るという

ような対応の仕方で様子は見たいというふうに考えております。そのために、先ほどもお

話ししたとおり、監視できるように支障になるような木は撤去したり、そういうこともこ

の中でしているという状況でございます。 

〇議長（松本 勉君） ほかに４ページございませんか。よろしいですか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 次に、歳入について、一般１ページ。 

 １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） １ページのふるさと応援基金繰入金について伺いたいと思います。 

 今回の補正予算の今までと違うのは、ふるさと応援基金を各項目に割り振ったというこ

とが大きな特色でないかなと思っているのですけれども、それをもとにして４点ばかり質

問したいと思います。 

 １点目、ふるさと応援金として全国の皆さんから寄せられた寄附金といいますか、納税

といいますか、そういうお金をふるさと応援基金として積み立てていることは、これは今

までの補正予算等に提案されておりますので、承知しておりますけれども、平成 29年度に

寄せられた応援の口数といいますか、何名の方から、そして総額幾らのお金が壮瞥町に寄

附されたかということが１点目。 

 ２点目、ふるさと応援のこの寄附金、納税のときに何々に使ってくださいというたしか

五、六項目あるのでないかと思いますけれども、その中の何に使ってほしい寄附者の要望

が多かったかということについて２点目。 

 ３点目、この事業を進めるために寄附された方、応援された方に返礼があります。お礼

としてそれぞれ品物を送っていると思うのですけれども、この返礼に要した金額ともう一

つ、手数料ですか、これも払っていると思うのですけれども、その手数料はいかほどか、

運営のための手数料。 



 それから、４点目は、今回歳入として繰り入れている 3,023 万 6,000 円を繰り入れた場

合、基金残は幾ら残っているのか、この４点について伺いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、総務課長。 

〇総務課長（作田宏明君） ご答弁申し上げます。 

 まず、29年度の口数というか、件数で押さえてございますけれども、件数が 2,295 件で、

今回補正というか、歳入の部分で計上しております3,023万6,000円となってございます。 

 それと、２点目の要望の多いという形ですが、項目的には一応８項目、どれに充当しま

すかという形を含めて８項目を出しているというふうに認識してございます。ただ、その

中で一番多いのが自治体にお任せという項目に一番多く要望というか、これに充ててくだ

さいというのが一番多いのが自治体にお任せの部分でございます。 

 あと、返礼品、手数料等ですが、ちょっと細かい数字的なものというのは押さえてはい

ないのですが、大体 3,000 万に対し 1,000 万ほど返礼品と手数料にかかるという形でござ

います。 

 ４点目については、私のほうからではなくて参事のほうから答えさせていただきます。 

〇議長（松本 勉君） 総務課参事。 

〇総務課参事（上名正樹君） ご答弁申し上げます。 

 今総務課長のほうから３点目の返礼品に要した金額、手数料等答弁しましたけれども、

基本的には 3,000 万寄附がありましたら、そうした手数料ですとか返礼品に 2,000 万ほど

要します。ですので、1,000 万ほどが純粋に残る金額ということになりますので、ご理解

いただければと思います。 

 それと、繰入金については、寄附金あったものを全額ふるさと応援基金に入れまして、

翌年度に全額それぞれ指定されたところに充当しますので、今時点ではゼロになるという

ことでご理解いただければと思います。 

 以上です。 

〇議長（松本 勉君） ほかに１ページございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 次に、第１表、歳入歳出予算補正及び第２表、地方債補正につい

て、ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 次に、条文及び補正予算全体について。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 討論なしと認めます。 



 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第 37 号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 37 号 平成 30 年度壮瞥町一般会計補正予算（第３号）については原案

のとおり可決されました。 

                                   

    ◎報告第１号 

〇議長（松本 勉君） 日程第５、報告第１号 平成 29年度壮瞥町一般会計繰越明許費繰

越計算書の報告についてを議題といたします。 

 質疑を受けます。ございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 以上で報告第１号の報告を終結いたします。 

                                   

    ◎報告第２号 

〇議長（松本 勉君） 日程第６、報告第２号 平成 29年度壮瞥町一般会計事故繰越し繰

越計算書の報告についてを議題といたします。 

 質疑を受けます。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 以上で報告第２号の報告を終結いたします。 

                                   

    ◎報告第３号 

〇議長（松本 勉君） 日程第７、報告第３号 平成 29年度壮瞥町集落排水事業特別会計

事故繰越し繰越計算書の報告についてを議題といたします。 

 質疑を受けます。 

 １番、佐藤忞君。 

〇１番（佐藤 忞君） 質問したいと思いますけれども、事故繰り越しの理由として許可

に時間を要したという言葉が使われておりますけれども、今この許可申請の進捗状況、こ

れはどのようになっているか伺いたいと思います。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、経済建設課長。 

〇経済建設課長（工藤正彦君） ご答弁申し上げます。 



 この事業は、平成 29 年度の事業でして、29 年度中に申請はしていました。発注時期ま

でに終わる予定だった許可が終わらなかったということで後ろに延びた経緯がありますが、

その許可についてはもう全て終わって、工事も全て４月 30日には終わっております。 

〇議長（松本 勉君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 以上で報告第３号の報告を終結いたします。 

                                   

    ◎諮問第１号 

〇議長（松本 勉君） 日程第８、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を

求めることについて議題といたします。 

 質疑を受けます。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 質疑なしと認めます。 

 これにて質疑を終結いたします。 

 これより諮問第１号を採決いたします。 

 本案について適任とする意見を付することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） ご異議なしと認めます。 

 よって、諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについては適

任とする意見を付することに決定いたしました。 

                                   

    ◎議案第３８号及び議案第３９号について 

〇議長（松本 勉君） 日程第９、議案第 38 号及び議案第 39 号を議題といたします。 

 理事者から提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

〇副町長（杉村治男君） このたびの定例会に追加提案いたします議件は、議案第 38号か

ら議案第 39 号までの２件であります。 

 議案第 38 号 工事請負契約について。 

 平成 30年６月 11日指名競争入札に付した、仲洞爺団地２号棟建築主体工事ついて、下

記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第 96条第１項第５号の規定によって、議

会の議決を求める。 

 契約の目的、仲洞爺団地２号棟建築主体工事。契約の方法、指名競争入札。契約の金額

7,063 万 2,000 円。契約の相手方、有珠郡壮瞥町字滝之町 283 番地、道栄建設株式会社代

表取締役、小田由三。 



 この工事につきましては、仲洞爺公営住宅の老朽化に伴う建て替えで、昨年度に引き続

き今年度１棟４戸を建設するものであります。このたびの指名競争入札に対しましては、

業者は全部で５社となりますが、３社が町内業者、２社が町外業者となってございます。 

 なお、この工事の工期につきましては、平成 30年 11 月 30 日としてございます。 

 議案第 39 号 工事請負契約について。 

 平成 30年６月 11日指名競争入札に付した、道道洞爺公園洞爺線水道施設整備工事につ

いて、下記のとおり請負契約を締結するため、地方自治法第 96条第１項第５号の規定によ

って、議会の議決を求める。 

 契約の目的、道道洞爺公園洞爺線水道施設整備工事。契約の方法、指名競争入札。契約

金額 5,032 万 8,000 円。契約の相手方、道栄・壮建特定建設工事共同企業体、代表者、有

珠郡壮瞥町字滝之町 283 番地、道栄建設株式会社代表取締役、小田由三。構成員、有珠郡

壮瞥町字滝之町 423 番地の 26、壮建興業株式会社代表取締役、高橋美智彦。 

 この工事につきましては、道道洞爺公園洞爺線のトンネル部の区間について水道管本管

を布設するためのものであります。こちら指名競争入札に付した業者につきましては、全

部で５社となりますが、１社が町内の特定ＪＶ業者、４社が町外業者となっております。 

 なお、この工事の工期につきましては、道道の工事の工期との関係から平成 30 年 11 月

12 日を終わりの工期としてございます。 

 以上が追加提案いたします議案の内容であります。よろしくご審議くださいますようお

願い申し上げます。 

 以上で説明を終わります。 

〇議長（松本 勉君） これにて提案理由の説明を終結いたします。 

 日程第９のうち、議案第 38号 工事請負契約についてを議題といたします。 

 質疑を受けます。 

 ５番、真鍋盛男君。 

〇５番（真鍋盛男君） この入札価格は、予定価格の何％ぐらいになっておりますか。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、経済建設課長。 

〇経済建設課長（工藤正彦君） ご答弁申し上げます。 

 落札率は 95.53％となってございます。 

〇議長（松本 勉君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） これにて質疑を終結いたします。 

 討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第 38 号を採決いたします。 



 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 38 号 工事請負契約については原案のとおり可決されました。 

 日程第９のうち、議案第 39号 工事請負契約についてを議題といたします。 

 質疑を受けます。 

 ５番、真鍋盛男君。 

〇５番（真鍋盛男君） この工事はトンネル区間部分との説明でございますが、本当にト

ンネル内部だけの工事でしょうかという確認と、これもまた落札率をお伺いいたします。 

〇議長（松本 勉君） 答弁、経済建設課長。 

〇経済建設課長（工藤正彦君） ご答弁申し上げます。 

 今回の発注した工事につきましては、トンネル内部の工事でございまして、トンネルか

ら出た国道側につきましては昨年工事が終わっておりまして、トンネルから東湖畔側につ

きましては、さきに今年度で発注してございます。それにつなぎ合わせるので、トンネル

よりは若干長くはなりますが、基本的にはトンネルの中の工事でございます。 

 それから、落札率につきましては 95.20％となってございます。 

〇議長（松本 勉君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 質疑なしと認めます。 

 討論に入ります。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） 討論なしと認めます。 

 これにて討論を終結いたします。 

 これより議案第 39 号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議案第 39 号 工事請負契約については原案のとおり可決されました。 

                                        

    ◎議員の派遣について 

〇議長（松本 勉君） 日程第 10、議員の派遣についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。議員の派遣の件につきましては、お手元に配付のとおり派遣するこ

とにいたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） ご異議なしと認めます。 

 よって、議員の派遣については、お手元に配付のとおり派遣することに決しました。 



                                   

    ◎各委員会の所管事務調査について 

〇議長（松本 勉君） 日程第 11、各委員会の所管事務調査についてを議題といたします。 

 各常任委員長から閉会中に所管事務調査を、議会運営委員長から閉会中に次期定例会ま

での会期日程等議会運営に関する事項について所管事務調査を実施したい旨、それぞれ申

し出があります。 

 お諮りいたします。各常任委員長、議会運営委員長からの申し出のとおり閉会中に所管

事務調査を実施することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（松本 勉君） ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長からの申し出のとおり閉会中に所管事務調査を実施することに決しま

した。 

 暫時休憩といたします。 

休憩 午前１０時５０分 

                                       

再開 午前１０時５１分 

〇議長（松本 勉君） 議事を再開いたします。 

                                       

    ◎発言の訂正 

〇議長（松本 勉君） 町長より発言を求められておりますので、これを許します。 

 町長。 

〇町長（佐藤秀敏君） 議長のお許しをいただきまして、発言をさせていただきます。 

 昨日の一般質問の中で真鍋議員との質疑の中で、真鍋議員のほうから第５次の行政改革

実施計画についてご質問がございました。その中で、堆肥センターの運営についても触れ

られておりましたので、私のほうから以前に真鍋議員から堆肥センターを今後も運営して

いただくように要望いただいたというような発言をしてございました。議事録を見させて

いただいて確認をしたところ、この件につきましては真鍋議員のご質問に対しての私のと

り方の違い、解釈が間違ってございました。真鍋議員のほうから堆肥センターの運営につ

いて今後も続けてほしいというような要望をいただいたという件について、この件につき

ましては訂正をさせていただき、そして真鍋議員にはおわびを申し上げたいというふうに

思っております。申しわけございませんでした。 

                                       

    ◎閉会の宣告 

〇議長（松本 勉君） これにて本議会に付議された案件の審議は全部終了いたしました。 

 よって、平成 30年壮瞥町議会第２回定例会を閉会いたします。 

（午前１０時５３分）  
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